
第23回 厚生労働省省内事業仕分け

平成22年 12月 6日 (月 )

(14:00-16:00)

厚生労働省専用第 15・ 16会議室

(12階 )

1.議事 (対象事務・事業)

(1)日 本介護福祉士会 (14:00～ 15:00)

(2)シルバーサービス振興会 (15:00～ 16:00)

2.民間有識者 (仕分け人)

草間  吉夫 高萩市長

田代  雄偉 元川崎製鉄株式会社環境エンジニアリング部長

土屋  了介 財団法人癌研究会顧問

宮山  徳司 埼玉医科大学医療政策学特任教授

渡辺 顕一良「 日本福祉大学子ども発達学部子ども発達学科教授

田中  克典 厚生労働行政モニター

※ 仕分け人は、毎回5名程度選任することとしており、
厚生労働行政モニターは応募のあった中から毎回 1名 選任する
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(日 本介護福祉士会 )
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第23回厚生労働省省内事業仕分け
(シルバーサービス振興会)
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厚生労働省省内事業仕分け8原則

① 行政刷新会議における事業仕分けの対策としてではなく、厚
生労働省が自ら改革を実施するために行うものとする。

② 今年限りのものではなく、恒常的な事業として位置付ける。

③ 厚生労働省の事務・事業や所管する独立行政法人、公益法人
等の事業などの在り方について、公開、かつ、外部の視点を入
れて、議論を行う。

④ 最終的な改革案は、政務三役で決定することから、仕分け作
業の場では、最終的な判断を下すことはせず、仕分け人からの
意見や仕分けの場での議論などを受け止めて、最終的な意思決
定に反映させる。

※ 仕分け作業は、概算要求までに実施。

⇒ 省内事業仕分けを実施 した事務・事業や法人が、行政刷新
会議での事業仕分けの対象となった場合には、省内事業仕分
けを踏まえた改革案をもって臨む。

⑤ 厚生労働省の説明者が、事務・事業や法人について説明し、
その改革案を提示した上で、省内事業仕分け事務局が仕分け人
をサポー トするため、事前調査の結果や論点などを示し、活発
な議論を行つていただく。

⑥ 最後に、仕分け人として外部の民間有識者から、それぞれ、
仕分け対象の事務・事業や法人について、「廃止」、「移管」、「見
直し」を行うべきといった見解を明確に示していただく。

※ 仕分け人として国民 (厚生労働行政モニター)か らも募る。

⑦ 国民から、傍聴者を募り、公開の場で議論する。

③ 情報のアクセスを確保するため、メディアにも、フルオァプ
ン (議事内容すべてのカメラ撮りを可とする)とする。



厚生労働省省内事業仕分け 民間有識者
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資料 1

(社)日 本介護福祉士会について
≪事務甲事業説明資料》



≪基礎データ≫
【221F月電】 【修→2癖農】≪組織体市1≫
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* 役職員数は平成22年 4月 ¬日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家
公務員出身者についてはそれぞれの年度の4月 ¬日現在、うち国からの財政
支出にういてはそれぞれの年度の数値

十 平成22年 5月 末をもって/AN務員OB役員 (非常勤)2人のうち 1人は退任

≪主な事務・事業≫
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*各都道府県に支部があるが、
会の職員はいない

支部に日本介護福祉士

□

本部
8人 (非常勤職

員2人含む )

うち管理部門
2人 250/o

地方 47支部



1.目 的

2.代表者

31会 員

介護福祉士の職業倫理及び専門性の確立、介護福祉に関する専門的教育及び研究の
推進並びに介護に関する知識の普及を図り、介護福祉士の資質及び社会的地位の向上に
資するとともに、国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

会長 石橋 真二 (社会福祉法人旭川荘顧間)

介護福祉士国家資格の有資格者(43,628人 (平成22年4月 1日 現在))

主な事業内容について

○ 生涯研修体系についての検討
○ 専門介護福祉士の養成についての研修の
在り方の検討 等

※ 平成21年度においては、「介護職員のキャリアアップ研修体系の開発と支援に関する調査研究事業」及び「『介護の日』
に関する国民への周知および介護現場に関する国民の認識に関する調査研究事業」(いずれも公募型補助金)を行つた。
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介護福祉士実習指導者講習会の概要(補助事業)①

《介護福祉士実習指導者講習会とは≫

実習を通じて介護の実践や相談援助技術の習得ができるよう、より質の高い実習内容
を確保する観点から、実習施設における実習指導者を確保するため、介護福祉士の教
育カリキュラムの見直しを踏まえ、新たに実習指導者に対する研修を行う。

≪介護福祉士実習指導者講習会の内容≫

講 義 2

実習指導の理論と実際
講義 2

演習

講義 2

スーパービジョンの意義と活用及び学生の理解
講 義 1

講義 1

・２

実習指導者における課題への対応 演習 1.5

豊輩|1導111対す01‐待||
△
ロ 計 25
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介護福祉士実習指導者講習会の概要(補助事業)②

≪受講者数等≫

≪当該事業収支≫
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【介護福祉士養成施設の教育内容 (2年課程の場合)】

教育内容 時間数

1介護 1,260時 間

介護の基本 180時間

コーミュニケーション技術 60時間

生活支援技術 300時間

介護過程 150時間

介護総合演習 120時間

毒::::|11
こころ21からだのしくみ 300時間

発達と老化の理解 60時間

認知症の理解 6o時間

障害の理解 60時間

こころとからだのしくみ 120時間

人間と社会 24o]寺 FB5

人間の尊厳と自立 30時間以上

一ケニユ
ヽヽ
ヽ

コと係

刷”
30時間以上

社会の理解 60時間以上

資質の向上を図る観点から、平成19年に法律を改正し、資格の
取得方法等の見直しを行うとともに、平成21年4月 より、養成カリ
キュラムの見直しを行つた。
その際、以下のとおり、実習指導者の要件として、介護福祉士

実習指導者講習金の受壼が義務付けられた。        |
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … … … … … … … … … … … …

|

※介護実習に係る時間数の3分の1以上を実習施設
(Ⅱ )に充てなければならない。 5

実習指導者の要件

①介護職員に占める介護福祉士の害」合が
3害」以上

実習施設(Ⅱ )・
一②介護サービス提供のためのマュアル等

や介護過程に関する諸記録が整備されて
いる 等を満たした実習施設

・ 介護福祉士として 3年以上実務に従事した経験があ
り、かつ、介護福祉士実習指導者講習会を修了した者

『

づ

の
設

は

他
施

又

の
習

者

そ
実

る

法
す

す

経過措置

・介護福祉土として、3年以上実務に従事した経験のあ
る者について、平成24年 3月 31日までに講習会を修
了すればよい。

制`度施行日吉に、実習指導者である者については、平成
24年 3月 31日までのF85はヨ|き続き実習指導者として ‐

差し支えないこととする。



、実習指導者と実習指導者講習会修了者数

○ 実習指導者数及び実習指導者講習会修了者等

本年11月 に地方厚生局に対して行った調査を基に福祉基盤課において行つた粗い推計。
(A)の実習指導者は、重複が有り得る。
(B)の修了者数には、現在実習指導者ではない者も含み得る。

○ 実習指導者講習会受講が必要な者は、粗い推計によるとt現時点で約6,78o人と推計される。
これらの者は平成23年度末までに実習指導者講習会を修了する必要がある:

(※ 平成21年度実習指導者講曽会修了者は5,810人 (うち日本介護福祉士会講習4,746人 ))

○ また、上記には毎年の退職指導者及び新規の指導者については見込んでいないため、仮に、

撮Tζ3秀募聾Мξ監層曙聾『蓄諄  暫整奏ぉ謝琴
由割〒

度とした場貪|は

１

２

３

※

※

※
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資料2

(社 )日 本介護福祉士会の改革案について
≪改革案説明資料≫



(社)日 本介護福祉士会の改革案について

ヒト(組織のスリム化)

<平成21年度>
役員30名

(うち非常勤30名 )

職員9名

(うち非常勤2名 )

<平成22年度>
役員30名

(うち非常勤30名 )

職員8名

(うち非常勤2名 )

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 2/30人中 2/30人中

職員 1/9人 中 1/8人 中

※平成22年5月 末をもって公務員OB役員(JF常勤)が 1名退任

<平成23年度>
役員29名

(うち非常勤29名 )

職員8名

(うち非常勤2名 )

役員:次期改選期,(24年 5月 )

に公募
職員:退職後 (24年 3月 )は公

3.カネ(国からの財政支出の削減)

<平成21年度>
54,318千円

<平成22年度>
37,207f円

<平成23年度>
14,376千円

(内訳)名宛て補助金14,376千 円
公募型補助金    未定

(内訳)名 宛て補助金 27.241千円 (内訳)名宛て補助金 21,793千円
公募型補助金 27,077千 円    公募型補助金 15,414千 円

獲霧講誘議狂II
介護福祉士実習指導者講
習会について

▲ 7,417千 円



4.事務・事業の改革

O介護福祉士実習指導者講習会について

・ 介護福祉士実習指導者講習会の開催については、ここ数年間、国庫補助金
収入が減少しているところであるが、当会負担額の増加等により、講習会の実施
箇所数や受講者の維持に努めてきている。

口 平成23年度においては、既存の講習会予算の削減が予定されているが、さら
に引き続き、今後も受講者の動向を踏まえ利便性に配慮し、講習会開催地の変
更や、経費のコスト削減に努めていくこととする。
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資料 3

(社)日 本介護福祉士会
≪論点等説明資料≫

省内事業仕分け室作成資料



省内事業仕分け室作成資料

主要な論点

○ 介護福祉士実習指導者講習会は、日本介護福祉士会の

他にも 14の法人が実施 しているが、なぜ日本介護福祉

士会にのみ補助を行つているのか。全国で実施できるこ

とが補助理由であるならば、全国で実施するために必要

な追加的コス ト分に限定 して補助すべきではないか。

また、実習指導者の養成は、本来は実習施設か、そこ

で実習を担 う介護福祉士の負担で行われるべきもので

あり、経過措置が終了する平成 24年度以降は、国庫補

助によらず自主財源で行うべきではないか。

(参考 )他の実習指導者講習会 (21年度 )

(社)全国社会福祉協議会 (383人・・「東京 口神奈川で実施 )、 (財)東京基督教女子青

年会 (119人…東京 )、 (財)かがわ健康福祉機構 (102人 …香川)をは じめ、14の法

人が講習会を実施 している (1都 1府 8県で計 1,064人が修了)。 一方、日本介護福

祉士会では、47都道府県で計 4,737人が講習を修了している。

○ 日本介護福祉士会は、介護福祉士を会員とした

職能団体であるが、介護福祉士の加盟率は5%程
度にとどまっている。

i研
修内容やその他の事業内

容が、より介護福祉士のニーズに合致するような

取組を進めるべきではないか。

(参考 )職能団体の加盟率
・ 日本介護福祉士会 …約 5%
・ 日本社会福祉士会 …約 25%
・ 日本医師会    … 6割弱
口日本看護協会    … 5割弱

(約 44万人/約 82万 人 )

(約 3.2万 人/約 13万 人 )

(約 16万 人ノ約 27万人 )

(約 60万人/約 130万人 )



省内事業仕分け室作成資料

≪共通事項 (全法人)≫

○ 当該法人の事務・事業に対する補助金等の国か らの財政支出が適正な

額であるか。事務 口事業の実施に当た つて冗費 (ム ダ)はないか。

(参考)国庫補助金等        (21年 度)  (22年度) (23年度 口要求)

・介護福祉士養成実習施設実習

指導者特別研修事業        0.27億 円 0.22億 円  014億円

口社会福祉推進事業 (公募型)   0.14億 円   0円    一円

・老人保健健康増進等事業 (公募型) 0.13億円 0.15億円   一円

※ 公募制により、企画競争にて採択された介護保険制度等に関する調査研究事業に補助す

るもの (事業予算全体は 22年度で 265億 円)。

○  当該 法 人の組織 は、当該法 人の事 務・事 業 を実 施す るた めに適切 か つ

効 率的 な体制 で あるか 。また、管理 部 門の体制 は過 大 とな っていな いか 。

(参考)組織体制 ※22年 4月 1日 現在
日役員数 30名 (すべて非常勤 )

理事 28名 :会長 1、 副会長 3、 理事 24(う ち常任理事 6、 理事 18)

監事 2名
※うち、国家公務員OB2名 (理事 2名 )

※本年 5月 の総会で非常勤理事 1名 (国 家公務員OB)が退任 し、総会以降は
役員 29名 体制 (理事 27名 〈うち公務員OBl名 〉、監事 2名 )。

・職員数 8名 (う ち非常勤 2名 )

※管理部門比率 :25%(2名 /8名 )

※国家公務員OB:常 勤 1名

○ 不必要な余剰資産などを抱えていないか。

(参考)【資産の状況】H21年度決算                 単位 :億円

流動資産

(現預金等 )

固定資産

計
土地・建物等

特定資産

(引 当金・基金等 )

その他

0_69 0.0 0.0 0.52
０
４

※ 内部留保率 :22.8%



省内事業仕分け室作成資料

≪介護福祉士実習指導者講習会 (補助事業)≫

○ 介護福祉士実習指導者講習会は、日本介護福祉士会の他にも 14の法

人が実施 しているが、なぜ日本介護福祉士会にのみ補助を行つているの

か。全国で実施できることが補助理由であるならば、全国で実施するた

めに必要な追カロ的コス ト分に限定 して補助すべきではないか。

また、実習指導者の養成は、本来は実習施設か、そこで実習を担う介

護福祉士の負担で行われるべきものであ り、経過措置が終了する平成

24年度以降は、国庫補助によらず自主財源で行うべきではないか。

(参考)他の実習指導者講習会 (21年度)

・ (社 )全国社会福祉協議会 (383人 …東京口神奈川で実施)、 (財 )東京基督教女子

青年会 (119人…東京)、 (財)かがわ健康福祉機構 (102人・・:香川)を はじめ、14

の法人が講習会を実施している (1都 1府 8県で計 1,064人が講習を修了)。 =
方、日本介護福祉士会では、47都道府県で計 4,737人が修了している。

≪自主事業 (生涯研修制度)≫

○ 一般の介護従事者にとっては、介護福祉士になれば賃金や職位が上が

る等のイメージが明確に描けず、資格を取得するインセンティブが必ず

しも十分にあるとは言えない状況にある。

介護従事者のキャリアアップを図るため、行政として、日本介護福祉

士会として、介護福祉士の在 り方についてどのように考えるか。

(参考)

介護福祉士はいわゆる名称独占であつて業務独占ではないため、当該資格がな
ければ実施できないような業務はない。また、介護報酬上も、介護福祉士がケア
を行う場合に一般の介護職員より高い報酬が得られるものではない (た だし、一
定割合の職員が介護福祉士資格を取得している場合に加算される仕組みはある)。



省内事業仕分 け室作成資料

《法人の運営≫

○ 日本介護福祉士会は、介護福祉士を会員とした職能団体であるが、介

護福祉士の加盟率は5%程度にとどまっている。研修内容やその他の事

業内容が、より介護福祉士のニーズに合致するような取組を進めるべき

ではないか。

(参考)職能団体の加盟率
・ 日本介護福祉士会 …約 5%(約 4.4万 人/約 82万人 )

・ 日本社会福祉士会 …約 25%(約 3.2万 人/約 13万 人 )

・ 日本医師会    … 6割弱 (約 16万 人/約 27万人 )

・ 日本看護協会   … 5割弱 (約 60万人/約 130万人 )

4｀



(参考資料)

(社)日本介護福祉士会
<法人シT卜/事務 甲事業シニ ト (概要説明書)>



社団法人 日本介護福祉士会

社会・援護局 福祉基盤課福祉人材確保対策室
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平成 6年 2月 12日  設立
平成12年 6月 26日 社団法人認可

1奪摯|

|ル饉t

妻|

30 30

菊おり言常動|

縁1聯 1晨幣|||

徹躍摯審暉社驚

→ 2 0 (0) → 0 (0)
i7裏背叢1撃| 2 ―→2

1 → 1 1
―→

1 ヤ機費1難摯0 (0) → 0 (0)

,|

群
介護福祉士の職業倫理の向上、介護に関する専門的教育及び研究を通して、その専門性を高め、

介護福祉士の資質の向上と介護に関する知識、技術の普及を図り、国民の福祉の増進に寄与する。

介護福祉士国家資格の有資格者

(1)介護福祉士の職業倫理並びに専門的知識及び技術の向上に関する事業
(2)介護福祉士に関する調査研究に関する事業
(3)介護福祉士教育機関その他関係団体との連携及び協力に関する事業
(4)介護福祉の普及啓発に関する事業
(5)介護福祉士の相互福祉に関する事業
(6)その他介護福祉士会の目的を達成するために必要な事業
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介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修事業

(会計勘定)一般会計
(項)社会福祉諸費 (日 )民間社会福祉事業助成費補助金

社団法人 日本介護福祉士会

社会・ 援護局 社会・援護局

介護実習において、介護施設等で学生の指導に轟島象香曹雪董事二翌旨多量芳ダ界肇檀是3責揉面に汎用できる基本的な介護の知識・技術、実鵬
的展開方法等の実践力を適切に身に付けることができるよう、実習指導の理論や実習指導の方法
と展開等の具体的技法について教授する。

介護施設等の実習指導者になろうとする者

介護施設等で学生の指導に当たる実習指導者に対し、学生があらゆる介護場面に汎用できる基本
的な介護の知識・技術、実践的なコミユニケーション能力、介護過程の具体的展開方法等の実践
力を身に付けるための実習指導の理論や実習の方法と展開等の具体的技法について、25時台の
講習を∵貫して教授する。

【平成20年度実績 (修了者数)i】       :
47都道府県 (69回 )…・4,047人
【平成21年度実績 (修了者数)】

47都道府県 (92回 )…・4,746人

・社会福祉士介護福祉士養成施設
指定規則 (昭和62年厚生省令第50

号)第5条第14号 ロ
・社会福祉士介護福祉士学校指定
規則 (平成20年文部科学省、厚生
労働省令第2号)第5条第14号ロ

・社会福祉士実習指導者講習会及び介護福祉士実習指導者講習会
わ実施について (平成20年 11月 11日 社援発第1111003号厚生労働
瞥社会・援護局長)

・平成21年度民間社会福祉事業助成費 (介護福祉士養成実習施
設実習指導者特別研修事業)の国庫補助につしヽて く平成21年 6
月11日付け厚生労働省発社援第0611004号厚生労働事務次官通

定額 (10/10)

平成20年度 平成23年度

実践力の高い介護福祉士を養成する上で、それまでに学んできた知識・技術を実践する初めての機会となる介護実習
は重要な役割を担っており、介護実習を意義あるものとするためには実習指導者の指導方法等を標準化・均質化する
ことが必要である。
本講習会は、介護施設等で学生の指導に当たる実習指導者に対し、学生があらゆる介護場面に汎用できる基本的な介
護の知識・技術、実践的なコミュニケーション能力、介護過程の具体的展開方法等の実践力を適切に身に付けること
ができるようゞ実習指導の理論や実習の方法と展開等の具体的技法を教授することを通じてその資質を高め〔実習教
育の高度化を図るために行うものであることから、本講習会を廃止する場合t実習指導者の資質の確保力ぐ困難とな
り、教育の質に影響を及ぼすおそれがあるとともに、ひいては介護福祉士の資質の低下にもつながりかねないものと

重量]曇会賃肇:裏譲得伴tま管F設
指定規則

1昭
和62年厚生1令 15,与)4におし`

下
｀
琴
習指導者の要件として、

本講習会は、その実施に必要な教育カリキュラムを適切に実施できる法人であれば日本介護福祉
士会に限らず、実施できることとしているが、全国において実施している主体は日本介護福祉士
会のみであり、日本介護福祉士会以外の実施主体は全国14法人に留まつており、また実施地域
も関東地方に偏つているものであるであることから、一定の公益性を有する日本介護福祉士会に
補助することを通じて、他の実施主体が講習会から事業撤退した場合であっても最低限の受講
二Tズに応えられるようにする必要があるとともに、関東地方以外の地域の受講者が過度な負担
なく受講できるよう、47都道府県で開講するものである。

な し
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介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修事業

キll■1■■111■lil●I

前年度の実習指導者講習会修了者程度の実績を成果目標とする。考響奪i

ri、 |‐

計拝論|

【成果指標名】/年度実績・評価 単位 H19年度 H20自「′支 H21年度

講習会修了者数 人 4,047 4,746

【活動指標名】/年度実績・評価 単 位 H19年度 H20年度 H21年度

講習会実施回数 回

講習会実施ヵ所数 力所
´

， 47

% 100 100

単位 H19年度 H20自「∫支 H2¬ 年度

■
■
菌
て
直
一接
実
施
一

司

―

否

一

本講習会の実施のためには介護福祉に関する専門的な知識を有し、実践的な指導能力のある講
師の確保や国が定める教育目標に沿つた具体的なカリキュラムの策定が必要であり、本講習会を
効率的かつ円滑に実施するため、介護福祉士の資質及び社会的地位の向上のための活動を行つて
いる介護福祉士からなる日本介護福祉士会のネットワークやノウハウを活用することが有効であ
るため。

，
■
■
■
■
一一，
■
一事
３
ｏ鷲
島
ン
”

司

一一一

■
体
一一素一

■

る
●一”一

■
否

■
一■

一

蹴 :
国家試験の施行や介護福祉士養成施設等の指導監督・本講習会の実施の届出等、介護福祉士制度
に関する事務は国が行うべき事務として整理されており、国以外の地方自治体等へ事業が移管さ
れた場合、実施の届出は国、補助の申請は国以外へ行うこととなり、一元的な制度運営ができな
くなるとともに事務処理が繁雑になるおそれがあるため。

本講習会の実施状況を踏まえ、必要となる予算規模について平成23年度予算要求において適正
化 していくことを今後検討する。
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介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修事業
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社団法人 日本介護福祉士会
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介護福祉
=は

「社会福祉士及び介護福祉士法Jに定められてしヽる国家資格で、専門性や倫理性の高
い資格です。何らかの障害があつて生活に支障をきたしている方々 に、生活の面から支援することを
主な仕事としています。食事や排せつの介助なとをはじめとして、入浴や着替え(レクリエ

=ジ
ヨン(

調理、洗濯、掃除など生活全般の支援をします。これらは、利用者の心身あ状態に合わせ、気持ちや
心理状態に十分配慮して、利用者の自立を念頭におきながら残存機能を発揮していただけるように
実施します。介護福祉士は単に食事や排せつの介助をするのではなく、利用者の状態をよく見て、必
要な情報を収集し そヽれらを分析します。

・
ニーズを押出して、これに基ついて日標を設定し、介護計

画を立てて、介護を実施します。実施した介護について評価し、介護計画を訂正することを繰り返し
ながら、より適切な介護を提供しています。食事なら食事内容、OEDRゃ嚇下状態を見て、その利用者
の健康状態を維持し、安全で楽しい食事ができるようにするものです。            

′

介護福祉士は利用者が自分では気づけない環境などにも配慮し、疾病の悪化ゃ事故を防止します。
認知症利用者に対しても、その行動の理由を理解して、尊厳や安全が守れ、その人らしい暮らしを続
けられるように支援しています。終末期の利用者にも他職種と連携しながら、身体的苦痛を緩和し、
精神的な安定が図れるような介護を実施しています。                 ミ

介護福祉士が働いている職域は、訪問介護をはじめとして通所介護(デイサービス)などの在宅サー
ビス、特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設、グルニプホームや有料老人ホニムな
どの高齢者施設、障害者福祉サニビス事業、障害者支援施設など多岐にわたっています。また、介護
福祉士を基礎資格とする介護支援専門員も数多く活躍しています。

介護福祉士はさまずまな場で、利用者の生活を支え、守つています6
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介護福祉士の職業倫理の向上、介護に関する専門的教育及び研究を通して、その専門性を高め、

介護福祉士の資質の向上と介護に関する知識、技術の普及を図り、国民の福祉の増進に寄与する。

平 成 6年 2月 12日  任意団体として日本介護福祉士会 設立

平 成12年6月 26日 社団法人化し、現在の社団法人日本介護福祉士会となる

平 成16年3月 27日 初の日本介護学会。第1回学術集会を開催

● 正 会 員

対 象 者 :

会  費 :

入会手続き :

●賛助会員

対 象
｀
者 : 日本介護福祉士会の事業を費助するため入会した者

会  費 :=□ 100,000円

1肇
しい内冨にP∵下は1甲千人甲↑↑平fサ士言↑「

ムベーィを響 ,守

①介護福祉士の有資格者で、②本会の目的・趣旨に費同し、会費を納入した方。

入会金 :5,000円 年会費:60000円 ※他に支部会費が必要な都道府県があります:  i
会員になるには日本介護福祉士会ホームページ等より資料請求を行い、規定の申込薔による入会
申込みが必要となります。介護福祉士の登録手続きのみでは会員になれません。  ｀

http://wwwjaccw.orjp/



日本介護福祉士会では、全国の介護福祉士のネツトワークを通じて心豊かな福祉社会を実現することを
目指して活動しています。当会では具体的に、次のような事業を行つております。、

生涯研修制度

↑護福祉士のキャリアアップを目的として、全国規模で行われる大会から、各都道府界別(各支部主催)に行わ
れる研修会まで多岐に渡り実施されています。これらの研修に参加したこと奮確認できる生涯研修手帳の配布
や、研修に参加・修了した会員にはポイントを加算するなど、研修に積極的に参加できるように配慮しています。

参画・連携

国の社会保障審議会介護給付費分科会をはじめとする国、地方公共団体等の各種委員会へ委員を派遣し、現場
の声を反映させるため、介護福祉士の立場から積極的に参画ら提案してしヽます,また各種団体主催の講座への講
師派遣や、日本放送協会学園への協力など、介護業界のみにとどまらない活動をしています。        1

委員会活動 .

各制度の整備を目的とした調査。研究をするものや、組織の強化や拡大を目的とした委員会等が設けられています。

各種事業

介護福祉士会独自の刊行物の発行や、国家試験対策などを行います。また全国一斉介護相談なども行つております。



生涯研修制度の目的
日本に介護福祉士制度が創設されてから今日まで、介護保険制度の施行、改正や社会福祉基礎構造改革の実施、

また障害者自立支援法の施行や、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律が公布されるなど、介護

を取り巻く環境は大き<変わつてきました。

2009年3月末現在、介護福祉士の登録者は74万人を超え、介護を支える中核的な存在となつています。

しかし、今後増大することが見込まれる介護二一ズに対応するためにも、人材確保対策を請じる必要があり、

2007年に出された「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」においても、キャ

リアパスに対応した生涯研修体系の構築は職能団体が取り組むべきこととして明記されています。

このように、生涯研修制度は介護福祉士のキャリア開発において喫緊の課題として位置付けられており、日本介

護福祉士会では、試行事業などを含めた検討及び検証を重ね、2007年度より生涯研修制度をスタートさせました。

日本介護福祉士会生涯研修制度図 坪成19年 10月 )

生涯研修制度ポイン ト制の流れ

② 日本介田IE祉士会入会

① 介讀福祉士責格取l●

日本介護福祉士会の会員には福利厚生制度として以下の特典があります。

①安心三重奏                       ;
具体的には

1.業務上の管理。指導ミスなどによる利用
者や第三者への賠償責任補償

2.あなたこ自身がケガを被つた際の入院・

通院補償

3.あなたが病気やケガで働けない間の所
得補償

②様々な優待サービスが受けられます

○ 相田みつを美術館 (丸の内。東京国際フォーラム)の割引優待

O NHK学園生涯学習通信講座受講料割引
ヽ詳細については日本介護福祉士会ホームベージをご覧くたさい

―
―
ト
ー
Ｌ

○ パッケージツアー、レンタカー等の割引サービス
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社団法人 日本介護福祉士会
The」apan Association of Certified Care Workers

〒105‐0001
東京都港区虎ノ『11丁目22番 13号 西勘虎ノ門ビル3階

TEL:03‐3507‐0784  FAX 03‐ 3507‐8810
E‐ma‖ :WObmasterOlaccw.Or.lp

URL:httpノ/www.laccw.0「 .lp

メールでのお問い合わせはこちら

師姉m祠圧鳳̈
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科 目 一般会計
特別会計

(福祉医療機構)

特別会計
(日 本介護学会)

内部取引消去 合 計

I資

1流

現

未

未

立

流

2固

(1)基

基

産

動

全

収

動 資

定

預

本 財 計

(2)特 定 資 産

特 定 資 産 合 計

(3)そ の 他 固 定 資 産

什   器   備
｀  品

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

金

そ の 他 固 定 資 産 合 計

固  定  資  産  合  計

資    産

I負    債

1流    動

未

前

預

流  動  負

2固    定

固
｀
定  負

負    債

の

負

払

受

り

債

負

債

合

計

部

債

金

金

金

合  計

債

合  計

計

部

産

Ⅲ 正 味 財 産 の

1指 定 正 味 財

指 定 正 味 財 産 合 計

2- 般  正  味  財  産

(う ち基 本 財産 への充 当額 )

(う ち特 定 資産 への充 当額 )

正 味 財 産 合 計

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

48,610,349

567,000

18,627,667

1,378,350

0

0

0

261,180

0

0

0

48,871,529

567,000

18,627,667

1,378,350

69,183,366 261,180 o9,444,546

50,000,000 0 0 50,000,000

50,000,000 0 0 50,000,000

0 0 0 0

182,619

96,250

164,440

1,555,500

0

0

0

0

0

0

0

0

182,619

96,250

164,440

1,555,500

1,998,809 0 998,809

51,998,809 0 5 998,809

121, 175 261,180 121, 443, 355

15,761,218

3,623,000

825,909

0

0

0

15,761,218

3,623,000

825,909

20,210,127 20,210,127

20,210,127 0 20,210,127

0 0 0

0 0 0

972, 0 101,233.228

(50,000,000) (50,000,000)

100,972,048 0 261,180 101,233,228

0 261,180 121,443,355

貸 借 対 照 表 総 括 表

平 成 22年  3月 31日 現在

(単位 :円 )
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平成 21年
平成 22年

日

日

月

月

４

３

から
まで

単位 :円 )

目科 一般会計
特別会計

(福祉医療機構 )

特Blj会 計
(日 本介護学会)

内部取引消去 合   計

益
|

費

△
〓
　
△
〓
　
〈
〓

収
会

入
牛
助

経

一般正味財産増減の部

1_経常増減の部

(1)受   取

① 受  取

② 受  取

③ 受 取 賛

(2)事   業

① 研 修 会 費 収 益

② 研 修 手 数 料 収 益

③ 介護 技術 講習事業収益

④ 協  賛  金  収  益
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⑥ 生涯研 修 手帳頒布 収益
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｀
研修会手数料収益
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⑨ 委 託 料 収 益
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(5)雑     収     益
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(6)他 会 計 か ら の 繰 入 額

① 一般 会 計 か らの繰 入額

経  常  収  益  計
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236,000
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1,015,500

1,015,500

0

150,000

150,000

132

132

0

0

０００

０００

０００

０００

３９９

０００

０００

２

，

０

，

２

，

０

，

８
，

５

，

６

，

雌1
0

15,287,899

0

1,015,500

71,912,000

41,141,000

17,594,000

13,177,00o

150,000

150,000

149,416

149,416

0

0

442,690,350 13、 595.833 1.255.632 457.541.815

-2-



経 費

(1)事

① 研

② 調  査

・ ③ 広

④ 組

⑤ 専  門

業

修

研

報

織

研

費|

究  費

業 費

成 費|

⑥ そ の 他 事

⑦ 会 員 証 作

③ 支 部 活 動 費|

⑨ 学 術 研 究 活 動 費

⑩
介設相談マニ ュアル作成 等 事来費

⑪ 学 術 集 会 運 営 費

⑫ 学  会  事  業  費

(2)管    理    費

① 人   件    費

② 顧    間   料

③ 事 務 所 費

④ 通 信 運 搬 費

⑤ 事    務    費

③ 渉    外    費

⑦ 租  税  公  課

③ 会    議    費

⑨ 減 価 償 却 費

〈3)他 会 計 へ の 繰 出 額

① 特 別 会 計 (医療 機 器)へ の 練 出額

② 特 別 会 計 (学 会 )へ の 繰 i‖ 額

経  常  費  用  計

当 期 経 常 増 減 額

2_経常外増減の部

(1)経 常 外 収 益

経 常 外 収 益 計

(2)経 常 外 費 用

経 常 外 費 用 計

当 期 経 常 外 増 減 額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

.   指定正味財産期末残高

III 正味財産期末残高

329,953,321

165,812,322

27,327,060

5,710,740

7,570,319

1,308,220

25,300,087

95,445

93,774)000

3,055,128

13,595,833

13,595,833

994,728

993,783

945

344,543,882

165,812,322

27,327,060

5,710,740

7,570,319

1,308,220

25,300,087

95,445

93,774,000

3,055,128

13,595,833

993,783

945

90,409,421

46,461,715

789,600

6,425,916

2,645,697

6,761,744

1,581,735

3,652,300

21,956,547

134 167

0 0 90,409,421

46,461,715

789,600

6,425,916

2,645,697

6,761,744

1,581,735

3,652,300

21,956,547

134.167

0

0

0

0

0

0

420,362,742 13.595.833 994.728 434,953,303

22_327_60[ 260、 904 22 588 512

22 327.60〔 0 260,904 22.588 51乏

78 644_440 78.644、 71(

100 972.048 0 261,18〔 101.233.228

0 0

0 0

0

100,972,048 261 180 101,233,228

-3-



平 成 22年 3月 31日  現在

(単位 :円 )

額金科

資 産 の 部

1.流 動 資 産

現 金 預 金

現金   手許有高

普通預金 みずほ銀行 新橋支店 2727352

みずほ銀行 新橋支店 8376839

みずほ銀行・新橋支店 8441460

三菱東京UF」銀行・虎ノ門支店 2732333

通常貯金 ゆうちょ銀行 1000089843861

郵便振替 ゆうちょ銀行 00140-8-571433

ゆうちよ銀行 00180-4-556095

未 収 会 費

年会費収入

賛助会費収入

未  収  金

社会福祉推進費補助全

実習指導者特別研修会受講料等

広告掲載料等

県支部模擬試験等手数料未回収分

立  替  金         ‐

県支部立替金未回収分

流 動 資 産 合

2.固 定 資 産

基 本 財 産

預    金

定期預金 中央三井信託銀行 本店 8420806028

定期預金 みずほ銀行・新橋支店 1589800

定期預金 みずほ銀行・新橋支店 6563870

普通預金 みずほ銀行・新橋支店 2727352

基  本 財 産 合 計

その他固定資産

什 器 備 品

パソコン 2台

会員証印昴」機

ソフ トウエア

電 話 力日入 権 (5回線 )

保  証  金

事務所保証全 島津政雄

その他固定資産合計

定   資   産   合

35,449

35,962,765

261,180

344

1,193

8,908,669

1,034,104

2,667,825

67,000

500,000

13,900,000

3,275,037

50,000

1,402,630

1,378,350

10,000,000

10,000,000

10,000,000

20,000,000

50,000,000

69,444,546

51,998,809

121,443,355

15:756

166,863

96,250

164,440

1,555,500

1,998)809
計

計産

固

資

-4-



平 成 2 3月 3
(単位 :円

額金目科

Ⅱ

　

．

負 債 の 部

流 動 負 債

未  払  金

ホームベージ管理料

支部活動費

プロックリーダー研修費助成金

プロック会議費

制度・政策検討委員会費

通信運搬費               、

管理事務諸経費

組織活動費

介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修事業

「介護の日」に関する国民への周知及び介護現場
に関する国民への認識に関する調査研究事業

介該職員のキャリアアンプ研修体系の開発と支援
に関する調査研究事業

確定消費税等

前  受  金

平成 22年度会費

平成 22年度ニュース購読料

預  り  金

1～ 3月 分源泉所得税

住民税 3月 分

支部頂 り会費

その他預 り金

流 動 負 債 合

2固 定 負 債

固 定 負 債 合

負     債     合

'正     味     財

計

計

計

産

9,660

543,000

215,810

421,830

2,355

79,601

379,164

42,714

393,120

535,969

042,695

095,300

503,000

120,000

406,809

142)100

220,000

57,000

8

2

20,210,127

0

20,210,127

101,233,228

-5-



平成 21年
平成 22年

月

月

４

３

から
まで

目科 一般会計
特別会計 」

(IIB祉 医療機構 )

特別会計

(日 本介護学会 )

内部取引消去 合   計

(4)寄   付  金  収  入

① 寄  付  金  1又  入

(5)災 害 活 動 費 収 入

① 災害活動費預り全受入収入

16)雑      1又      入

① 雑    収    入

(7)他 会計 か らの繰 入金収入

① 一般会計からの繰入金収入

事 業 活 動 収 入 計

2_事業活動支出

(1)事 業 費 支 出

① 研  修  費  支  出

② 調 査 研 究 費 支 出

③ 広  報  費  支  出

① 組  織  費  支  出

⑤ 専 門 研 究 費 支 出

⑥ そ の 他 事 業 費 支 出

① 会 員 証 作 成 費 支 出

③ 支 部 活 動 費 支 出

⑨ 学 術 研 究 活 動 費 支 出

⑩ 介護‖J談マニメアル作rlt等lF菜支l‖

⑪ 学 術 集 会 運 営 費 支 出

め 挙 全 菫 輩 聾 す 出

228 792_00C 90_00C 228,882,00(

16,620,000

210,372,000

1,800,000

155.432.899

90,000

1.015.500 0

16,710,000

210,372,000

1,800,000

156.448、 399

138,065,000

236,000

1,670,000

174,000

15,287,899

0

Rヽ Rlf1 00n n S04 000

l,015,500

0

138,065,000

236,000

1,670,000

174,000

15,287,899

0

1,015,500

71 912_000

41,141,000

4,000,000

13.177.000

0

13,594,000

150.000 0

41,141,000

17,594,000

13,177,000

150.000

0

150,000

0 0

150,000

0

0

147 451 1.83〔

0

149、 416

147,451

0

l.833 132

0 0

149,416

0

0 0

442.6901350 13.595 833 1.255、 632 0 457 541 815

329,953.321 13.595,833 994.72[

0

344.543.882

165,812,322

27,327)060

5,710,740

7,570,319

1,308,220

25,300,087

95,445

93,774,000

3,055,128

13,595,833

993,783

94ヽ

165,812,322

27,327,Ю 60

5,710,740

7,570,319

1,308,220

25,300,087

95,445

931774,000

3,055,128

13,595,833

993,783

04呵

-6-



(al禽 理

1 1 1 :

8言 暫ξttllコ
⑤ 事 務 費 支 出

⑥ 渉  外  費  支  出

⑦ 租 税 公 課 支 出

③ 会 議 費 支 出

(3)他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出

C)特
"1会

計 ([薇 機構 )へ の誅入金支LI

② 特 別 会 計 (学会 )への繰 入金 支出

事 業 活 動 支 出 計

事 業 活 動 収 支 差 額

投資活動収支の部

1:投資活動収入

投 資 活 動 収 入 計

2投資活動支出

① 基 本 財 産 取 得 支 出

② 固 定 資 産 取 得 支 出

投 資 活 動 支 出 計

投 資 活 動 収 支 差 額

財務活動収支の部

l財務活動収入

財 務 活 動 収 入 計

2財務活動支出

財 務 活 動 支 出 計

財 務 活 動 収 支 差 額

予備費支出

当 期 収 支 差 額

前 期 繰 越 収 支 差 額

次 期 繰 越 収 支 差 額

90 275 254 0 90 275_254

46,461,715

789,600

6,425,916

2,645,697

6,761,744

1,581,735

3,652,300

21,956,547

0

0

0

0

46,461,715

789,600

6,425,916

2,645,697

6,761,744

1,581,735

3,652,300

21,956,547

0

0

0

420 228_57[ 13.595,833 994,728 434、 819 136

22 461_77[ 0 260,904 22.722_67⊆

0 0 0 0

20,000,000

0

20,000,000

0

20.000,000 0 20,000、 00C

△ 20,000,00C 0 △ 20,000,000

0 0

0

0

461,77[ 0 260、 904 0 2,722.67C

46,511,464 0 27C 0 46_511 7

48_973 23⊆ 0 261.18C 49_234 411

-7-



役 職 名 氏 名 所 属 ・役 職 名

△
不 長 石 橋  真 二 社会福祉法人 カリ|1荘  顧問

副 会 長 内 田  千恵子 株式会社 あいゆうサポート 代表取締役

副 会 長 木 村  晴 恵 社会福祉法人 洛東園 園長

副 会 長 三 浦  晃 史 身体障害者療護施設 修光園 係長

常任理事 因   利 恵 北九州市立大学 非常勤講師  筑紫女学園大学 非常勤講師

常任理事 齋 藤  幸 子 東北文教大学短期大学部 非常勤講師  山形県立山辺高等学校 非常勤講師

常任理事 畠 山  仁 美 須坂市社会福祉協議会 事務局次長

常任理事 舟 田  伸 司 黒都市介護者人保健施設 カリエール 主査介護員

常任理事 三 橋   ― 久 介護老人福祉施設 美和あすなろ 副主幹

常任理事 村 田  美穂子 特定非営利活動法人 宅老所 心 理事長

理 事 及 川   ゆ りこ 特別養護七人ホームいづテラス 施設長

理 事 岡 田   史 新潟医療福祉大学 社会福祉学科 准教授

理  事 草 加  昭 子 社団法人 岡山県介護福祉士会 事務局長

理 事 野 上  薫 子 一般社団法人 神奈川県介護福祉士会 会長

理  事 前 田   薫 社会福祉法人 まりあ 施設長

理 事 大 谷  久 也 佐賀女子短期大学 健康福祉学科 准教授

理 事 大 中  智 明 介護付有料老人ホーム クレアール 施設長

理 事 高 木  順 子 昭和村地域活動支援センター 燦 支援員

理 事 中 根  健 男 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団 施設サービス課総務班 生活1日談員主任

理 事 岡 田  守 功 社団法人 全国老人保健施設協会 冨J会長

理 事 沖 藤  典 子 ヤ稼

理 事 熊 谷  和 正 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 業務執行理事

理 事 鈴 木  利 定 社団法人 日本介護福祉士養成施設協会 副会長

理 事 栃 本  一二郎 上智大学 大学院 総合人間科学部 学部長

理 事 仁 田  ミチ子 全国身体障害者施設協議会 副会長

理  事 堀 田   力
さわやか法律事務所 所長 弁護士

(最終官職 法務省大臣官房 官房長)

理 事 村 田  幸 子 社会福祉評論家

監 事 白仁田  敏 史 有限会社 あんのん 代表取締役

監 事 澤 村  廣 一 澤村公認会計士共同事務所 代表・公認会計士

平成22年度 社団法人 日本介護福祉士会 役員名簿

平成22年 8月 11日現在

※役員はすべて非常勤 (敬称略、構成別50音順)



評価シート

仕分 け人名 (           )

法人名 |           (社 )日 本介護福祉士会

「

T記 載 要 嶺 丁

~~~~~一

一

― ―

「

~~~~~一

― 一

¨ ―

「
一 一 一 一

~~~~~―

・ 「
一 一

~‐

:~~「

~~~1

1  本日の改革案の説明や議論に基づいて、法人の 1.事務・事業、21組織 口運営
|

体制について、□欄にそれぞれチェックし、ご意見を記載下さい。

1 事務 口事 業 (介護 福 れ卜士 掌 習指填 者講 習会事 業 (補動 ))
※ 左記の事務・事業をどのように扱うか

チェック願います。

□改革案では不十年 □①事業そのものを廃止
□②事業の効率性を高めた上で、補助を廃上し、国で直接実施
□③事業の効率性を高めた上で、補助を廃上し、自治体へ事業

を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人へ補助を行い実施
□⑤法人で事業継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法の

見直し・補助金の削減など)

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )



評価シート

1 2 組織・運営体制 ※ 国家公務員の再就職状況、管理費、余剰資産など補助 口委託・

指定等事業を行うにあたつての組織・運営体制の妥当性につい
て、チエック願います。

□ 改革案では不十分

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直し内容等を記述願います )



資料 1

(社 )シルバーサービス振興会について
《事務・事業説明資料》



法人概要

《基礎データ≫ 【24度】【鰺詢24度】≪組織体制≫
〔馨舗轟雪會〕

常勤 1人
(非常勤29人 )

常勤¬人
(非常勤 1人 )

常勤1人
(非常勤 1人 )

常勤 21人
(非常勤9人 )

‐うち|   ‐ | ‐‐
国家公務員出身 ‐
者‐

常勤0人
(非常勤0人 )

常勤1人
(非常勤 1人 )

予算 4.9億円
うち
国からの財政支出

2.5億円 2.8億円

* 役職員数は平成22年 4月 1日 現在、予算額は平成22年度の数値、うち

国家公務員出身者についてはそれぞれの年度の 4月 ¬日現在、うち国か

らの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務・事業≫

本部
6部

(30人 )

うち管理部門
総務部(4人 )

13%

事務局

総務部

長寿のまち

推進センター

介護サービス情報
公表支援センター



法人の沿革

【法人設立の背景】

超高齢社会への対応は、社会のあらゆる分野で官民挙げて取り組まなければなら

ない課題である。今後ますます増大し多様化する高齢者のニーズに的確に対応して
いくためには、公的部門のみならず、民間企業等の創造性、柔軟性、効率性を活か

した、多岐にわたるシルバーサービスを提供していく必要がある。このため昭和62
年3月 に、シルバーサービスの健全な育成と質の確保を目的として、民間の企業口団
体が集まり、個々の企業・業界での対応を超えた業種横断的組織として設立された。

※ シルバーサービスとは、「民間部門により、利用者が高齢者であることを意識して、提供されるサービ

ス及び商品」と定義。(「厚生白書」平成3年度版より)

【倫理綱領の策定 ・ シルバーマーク制度の創設】

消費者である高齢者などが「シルバーサービス」を安心して選択、利用できるよう、

昭和63年にシルバーサービスを提供する企業等が遵守すべき「倫理綱領」を策定す

るとともに、平成元年から利用者への良質な事業者の1青報提供を目的とした第三者

評価である「シルバーマーク制度」を創設した。

【介護サービス情報公表支援センターの設置】

平成18年4月 より「介護サービス情報の公表」が制度化されたことに伴い、制度の

適正かつ円滑な運営を支援するため「介護サービス情報公表支援センター」を設置し

た。
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事業概要
【主な事業】

1.シルバーサー菫スの質的向上[二必要な研究及び指導

○ シルバーマーク制度運営事業

○ 消毒工程管理認定制度運営事業

○ 東京都第三者評価事業 ○ 研修事業

2.シルバーサービスに関する調査

〇 調査研究事業
・ 高齢者の生活支援及び見守リネットワークの構築における民間企業等

の機能に関する普及啓発に係る調査研究等(老人保健事業推進費
等補助金 (公募型))

3.シルバーサービスに関する情報提供

○ ホームページ運営事業 ○ 知るNAVI運営事業 ○ 広報事業

4.関係団体との連携及びシルバーサービスの育成策等に関する

提言
○ まちづくり事業 ○ 都道府県振興組織との連携

5.シルバーサービスに関する国際交流

6.介饉保険法に定める介護サービス情報の公表制度に関す
る調査研究、普及啓発等に関する支援

〇 介護サービス情報公表支援事業(国庫補助事業)

7.その他この法人の目的を達成するのに必要な事業
〇 出版事業

○ 月例研究会・分科会運営事業 等

当振興会の目指すもの

■

高齢社会への対応は、官民挙げて取り組ま

なければならない喫緊の課題である。シルバ
ーサービスの健全な育成及び質の確保・向
上を図り、社会的信頼を確保し、もつて高齢

者の福祉の増進に寄与する。
新たなシルバーサービスの開発、サービス

や業務の標準化、従事者の研修等により、質
の向上を図る。
シルバーサービスの健全な育成と質の確保
のために必要となる調査研究を行い、その成

果や必要な情報を広く社会に発信していく。
サービスの利用に当たっては、個人の自立

の支援、利用者による選択 (自 己決定)の尊

重の観点から、利用者選択の支援として、第
三者評価、情報の公公表などに取レなどに取り組む。

■ 民間シルバーサービスの普及・活用促進に

向けて、国、自治体、関係機関等と連携を図

る。
■ 住み慣れた地域で安心して住み続けるため

に、「健康長寿のまちづくり」への取り組みを

支援する。
■ 我が国と同様に高齢化が進む諸外国とも積

極的に交流し、情報交換を行う。
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介護サービス情報の公表制度の仕組み

報告
(年 1回程度)

そのまま公表

調査
(年 1回程

調査後公表

システム提供
等、都道府県
の支援

厚生労働省

制度の基本設計

介護サTビス情報公表
支援センター(シルバー

サービス振興会)

・者「道府県介護サービス

情報公表システムの

開発等の支援

・制度に関する調査研究

(公表項目の検討・検証等 )

・介護サービス情報公表

支援センターの運営 (都

道府県へのシステム運用

等への支援)等

都道府県知事 又は 指定情報公表センター

(都道府県知事が指定)

《介護サービス情報を公表》
Oインターネットの活用等

閲覧



介護サービス情報の公表制度の見直しの方同性 (案 )

0 介饉サービス情報の公表制度は、介護サービス事業者に利用者の選択に資する情報の公表を義務付け、その情報については第
二者が客観的に調査 口確認し、定期的に公表される仕組み。
・都道府県において事業者から手数料を徴収し、調査 ,公表を実施.

・シルバーサービス振興会では、都道府県の情報公表システムの開発日配布を行うとともに、全国事業所情報の集計等を行う。
O 介饉保険制度の見直し検討の中で、「利用者にとって活用しやすいものとなるよう画面表示などを工夫するとともに、事務の軽

減を図り、手数料によらず運営できる制度へと変更するべきであるJと されたことを踏まえ、利用者の立場に立って必要な情報
が公表されることを基本としつつ、事業者等の負担を軽減するという観点から、見直しを行う。 《平成 24年度より実施》

利用者の視点に立つて、分か りやすい公表方法を工夫する。

○ 原則として、現行の基本情報及び調査情報の内容を公表する。

○ 検索機能や画面表示など、利用 しやすいインタフエースを工夫する。
○ 利用者等への利活用を推進するため、市町村との連携を図る。

● 事業所等の負担を軽減するという観点から、運営方法を整理する。

○ 手数料によらないで運営できる仕組みとする。

0 1年 に 1回の調査の義務づけを廃止 し、都道府県が必要があると認める場合に調査を行うこととする。

○ 公表時期の統一化を図る。

○ 予防サービスについては、本体サービスと一体的に運営されている場合には、報告内容を一体イヒして報告できるようにする。

※ 都道府県の半」断により、15jえば事業者の質の評価に資する情報などを、事業者が1王意で報告できることとすることを検討。

● 公表に係る事務等の効率化を図る。

○ 現在、各都道府県に設置されている情報公表サーバを国において一元的に管理することにより、効率イヒを図る。

⇒振興会による情報公表システムの開発・配布は終了

○ 各都道府県 (又は指定情報公表センター)においては、各事業所からの情報の受理・確認・公表・啓発普及・苦情対応を行

う。

● 虚偽報告等に対する対応

〇 虚偽報告等の不正行為があつた場合は、是正等を昴じ、命令に従わない場合には、指定取消又は停止。



制度見直しの内容 (案 )

【現行の制度】 【制度見直し後】

手 数 料 蜀
。手数料によらないで運営できる仕組み
とする。

都道府県矢□事が必要と認める場合に

実施 (任意)

※ 基本情報も調査対象とする

同左 (ただし、調査は不要 )

者随 府県の判断により追加可能 (報告
は事業者の任意 )

介護予防サービスについては、本体
サ_ビスと主体的に運営されている場
合には、報告の一体化を可能にする

国においてサーバーを一元的に管理
※ 各都道府県は、国が設置したサーバーを

活用して公表事務を実施
※ 振興会によるシステム開発等は終了

。公表情報の時点の統一化を目指す (事

業者からの報告時期は都道府県の実情に

応じ、計画で定めることが可能)

調  査

/AL表される情

報

/At表対象サー

ビス

公表システ
ムサーバー

公表時期

虚偽報告等ヘ

の対応

・都道府県知事が条例により定める。
・手数料 (公表手数料、調査手数料)を介

護サービス事業者より徴収

介護サービス事業者が報告した調査情報
について、指定調査機関の調査員が年 1

回事業所に訪問し調査を実施  (義務)

・基本情報 (仮」事業所の住所、職員体制等)

。調査 1青報 (15j身体拘束等の排除のための取組の
有無等)

。介護予防サービスを含む50サービス

。各都道府県が設置し、管理運営
※ 振興会では情報公表システムの開発・配布

や運用支援等を実施

(都道府県が定める計画に基づく)

是正等を命 じ、命令に従わない場合には、

指定取り消し、又は停止
現行のとおり



(参考資料)

(社)シルバーサービス振興会
<法人シー ト/事務・事業シー ト (概要説明書)>



法人名 社団法人 シルバーサービス振興会

卜1当省担当部局 老健局 Ъ基| 辰興課

沿革

昭和62年 3月 16日  社団法人シルバーサービス振興会設立

平成元年7月  シルバーマーク制度創設

平成 18年4月 介護サービス情報公表支援センター設置

・鰈
御
興
〓

役員数 30 1

職員数 30

官庁OB役員 (2)→ (2) (1)→ (1) (1)→ (1)

官庁OB職員 (2)→ (0) (1)→ (0) (1)→ (0)

目 的
(何のために

シルバーサービス事業を行う企業等の連絡調整体制を確立 し、シル′`一サービスの質の向上と充

実を図るとともに、利用者等に対する情報提供等を行い、もつて高齢者の福祉の増進に寄与す

る。

対 象
(誰/何を対象 l

高齢者向け民間サービス (シルバーサービス)を実施する事業者等

事務・ 事棠内|

;(手段、手法|

ど)

Э彰;じズ
=専
三ザ輸塁雰窪詈十堺爆墓奥奪

業
②彰;じズ

=革
=:癸

5馨裏
'巽

震羅裔育楚調査研究、月例研究会の開催等
Э拿薩落直だ発『電縞釜秀魁整景雪高象著経書泰モ冒なi9笹摯意竜Lのシステム提供、運営・

5琴兄喪重孝_ビスに関する情報提供・普及啓発に関する事業

⑤暮護譲簡r孝ガ彪畠怠呂課管霧連絡調整、国際交流等

=年

蘭収入合計
″ (千円)※ 3 537,179 546,325 23,081

会費収入 41,060 419,979 4,393

財産運用収入 3,061 121,424 18.688

寄付金収入 0 0 719,343

疇助全等収入 286.066 嘱 4,922 111,007

うち目から 283,416 触

弾

Ｉ
奢

742,424
うち独法等か
ら

2.650

八 曇事業収入 80,527
一
豪

0 573.300 203,990

1且

お窒誌:な 0 35,166

その他の収入 126,466 18.558

115,400

の は、平成22年4月 1日 現在 ( 週3日 以上勤務者)8(※ 1)役職員の状況

(※ 2)矢印左欄は平成21年 12月 1日現在。矢印右欄は平成22年 7月 1日 現在。また、括弧内はうち厚労省出身者数の記入

(※ 3)年間収入合計等は、平成21年 度決算ベースの額を記入。             |           :
(※ 4)名宛ての補助金等交付 (の見込み)額を記入。

※千円未満の端数については四捨五入しているため合計は一致しない。     .



事業名 介護サービス情報の公表制度支援事業 (シルバーサービス振興会分)

会計勘定・ 項 。日
(会計勘定)一 般会計
(項) 介護保険制度運営推進費 (目 ) 介護保険事業費補助金

法人名 (社)シルバーサービス振興会

事業担当部局 老健局 老健局

一
―
■
諄
ｐ
れ

， 算
課
・轟
要
〓

目 的
(何のために)

安定的かつ継続的に利用者の介護サービス事業所選択に資する情報を提供する制度の運営を支

援するため。

対 象
(誰/何を対象に)

都道府県 (指定情報公表センター、指定調査機関)

事務・事業内容
(手段、手法など)

介護サービス情報の公表制度の円滑な施行と安定的運営の支援に向けて以下の事業を行つてい

る。
①都道府県 (指定情報公表センター)への支援

・ 都道府県公表システムの開発、改修
・ 都道府県の公表データのパックアップ
・ 都道府県からの公表項目、公表システムに関する疑義照会等への対応
・ 介護サービス情報の公表制度推進協議会の開催

②公表データ活用の取組
・ 全国公表データの集計分析

③調査の均質性確保に向けた取組
・ 公表項目解説、0&A等の作成
・ 調査員指導者の養成等

④制度の利活用促進等に向けた取組
・ 制度の運用改善、利活用促進に向けた調査研究、検討会の開催

⑤制度の普及啓発に向けた取組
・ パンフレット等の作成
・ 介護サービス情報公表支援センターのホームページの運営・管理

根拠法令 (具体的な
条文 (①条①項な

ど)も記載)

介護保険法第 115条 の 3
5 鰤

「介護保険事業費補助金交付要綱」
「介護サービス情報の公表制度支援事業実施要綱」

事業の補助割合 定額 (10/10)

事業開始年度 平成18年度 平成26年度見直し

事業の必要性
(事業を廃上した場合の問題

点を含む。)

高齢者が介護サービス (事業者)を選択 し契約に基づき利用するにあたつて、正確かつ客観的

な情報提供環境が整っていないとの指摘があつたことから、介護事業者の透明性を確保するとと

もに、利用者に対して介護サー ビスの選択に資する情報を提供することを目的として、情報公表

制度を平成 18年度より施行 している。

施行当初から、公表対象サー ビスを段階的に拡大しており、各サービスの特徴を考慮 した公表

項目の検討・作成や各都道府県の情報公表システムの開発、支援などを行いつつ、本制度の円滑

かつ安定的な施行を図つてきたところである。

平成 21年度から、全ての事業所が公表の対象となり、本格施行となつているが、国会等にお

いて制度の利活用が十分に進んでいないとの指摘もあり、より多くの利用者が積極的に制度を活

用できるよう、利活用促進に向けた改善など都道府県への支援を継続させる必要がある。

そのため、具体的には各都道府県の情報公表システムの検索機能強化等の改善や調査員の資質

向上のための支援、全国の公表データの分析や提供などを行つていく必要がある。

補助の必要性
〈補助を廃上した場合の問題

点を含む。)

上記事業を実施するためには、介護サービスについて長年にわたり調査研究等を行つてきたこ

とにより介護サービスの実情を把握 していることや、情報公表制度導入時より公表項目の検討や

作成を行い、各都道府県の情報公表システムの開発を行つてきた知見や実績に加え、公表項目、

公表システムに関する疑義照会への対応等を通じて都道府県情報公表センターとの連携体制や、

制度に精通した専門のスタッフによる支援体制を既に整えているシルバーサービス振興会への補
助を継続する必要があり、補助を廃止すると事業実施が困難となる。

地 省庁、自治体、民間

1等における類似事業の

1   有無
無 し。



事業名 介護サービス情報の公表制度支援事業 (シルバーサービス振興会分)

成果目標

これまでは、段階的に追加となる公表サービスの公表項目の検討やシステム開発を進めること

により、制度の円滑施行をすすめ、介護サービス情報の公表制度における公表事業所数の増加を

図ることを目標としてきたところ。
平成21年度より全サービスが公表対象となり本格施行を迎えたことから、平成 22年度から

は利活用促進を目標とする。そのため情報公表ホームページヘのアクセス件数を成果目標として

丈辱
す
櫓転公表ホームページヘのアクセス件数の伸び 約22万件 (H195) → 約26万件

(H20.7)→ 約29万件(H2110))

成果実績
(́成果指標の目標達成状況

等)

【成果指標名】/年度実績・評価 単 位 H19年度 H201Fl支 H21年度

公表対象事業所数 諜
所

112,171 215,717 243,458

活動実績

【活動指標名】/年度実績・評価 単位 H19年度 H201F′隻 H21年度

公表対象サービス数
サー
ビス

35 50

都道府県等からの問い合わせ件数 件 699
■

，
ハ
Ｖ

調査員指導者養成研修参加者数 人 419 380

予算執行率 % 100 100 100

度

さバンフレット等の作成
(件数)

単位 H19年度 H201「 l責 H21年度

事業者向けバンフレット等 枚 480,900 253.910 459,000

利用者向けバンフレット等 枚 332.500 423,300 182,000

目

t
〓
重

電

‥‐，

可 理 由

否 理 由

介護サービスについて長年にわたり調査研究等を行つてきたことにより介護サー ビスの実情を

猥ξじ天撃象あ畠莫を層雪翁馨型覇貴全異名足翁
表項目の検討や作成を行い、各都道府県の情報

口え、公表項目、公表システムに関する疑義照会

への対応等を通 じて都道府県情報公表センターとの連携体制や、制度に精通 した専門のスタッフ

による支援体制を既に整えているシルバーサービス振興会において継続することが適当かつ効率

的であり、国においてこれらの体制を整えるには、新たに専門職員の増員が必要であり、現行体

制では実施困難であるため。

伯
・治

‐―体ｒ
・景
「
葺
奔
ｂ
診
・術
■

，
・

司

想定する実施主体

理 由

否 理 由

情報公表制度は、各都道府県が制度運営を行つているが、公表システムの一括 した開発や公表

項目解説テキストの作成、調査員指導者への研修などを中央において実施することにより、コス

直言[阜菫:::言[li::i][i:言膚
l::i3:曾]「::::38:][i::]いての詳細な理解や都道府県への支援に関するタ

体がないため、他団体への移行も困難である。

手
の他事

薔こ
事業の

量

0後の事務 。事業の効

1率イヒに向けた取組等)

平成22年度予算 (案)においては、事業内容を精査し、調査研究面での運営の効率化等を図

ることにより約2割相当額を減額して計上することとしたところである。



薄: 弯

一塞 事業名 介護サービス情報の公表制度支援事業 (シルバーサービス振興会分)

274,076 255,730 235,947

273,982 255、 621 235,919

94 109 28

274,076 255,730 235,947

事業費 151,444 千円
人件費

(厚労省OB分内訳 )

従事役職員数
(厚労省OB分内訳 )

人件費 0 千円 役員
( )

千 円
( )

人

管理費 52.546   千円 常勤職員
(

千 円
)

人

203,990  千円 非常勤職員
(

千 円
)

人

274,076 255,730 235,919

226,434 209,852 190,305

0 0 0

47,642 45,878 33,048

4/119 2/94 2//44

0ン/0 0/0 0//0

日本電気株式会社等 日本電気株式会社等 株式会社三菱総合研究所等



事務・事業シ=卜 (概要説明書)

事業名 老人保健事業推進費等補助金 (老人保健健康増進等事業分)【公募型補助金】

会計勘定・項・ 目
(会計勘定)一般会計
(項)高齢者日常生活支援等推進費  (日 )老人保健事業推進費等補助金

法人名

公募制により採択された①都道府県又は市町村②厚生労働省所管の法人及び厚生労働大臣が特に

必要と認めた法人
なお、 (社)シルバーサービス振興会は、公募による申請を行い、採択され事業を実施。

事業担当部局 老健局 法人所管都局 老健局

事
務

・
事
業
概
要

目 的
(何のために)

高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業

等に対し助成を行い、もつて、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の適正な運営

に資することを目的とする。

対 象
(誰/何 を対象に)

○補助の対象となる事業
・介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業
:高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業

○補助の対象となる団体
・都道府県又は市町村 (特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)

。厚生労働省所管の法人及び厚生労働大臣が特に必要と認めた法人
○平成21年度実績 交付決定事業数 :235事業 法人・団体数 :155

事務・事業内容
(手段、手法など)

厚生労働省は上記の目的を達成するため、地方公共団体、法人に対し以下の事業に係る公募を

行い、学識経験者等により構成される評価委員会の審査結果に基づき、事業を採択し、予算の範

囲内で補助金を交付。

①介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業

②高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業
なお、 (社)シルバーサービス振興会では、公募による申請を行い、採択された事業に関し学

識経験者、有識者、行政担当者、消費者代表等からなる調査研究委員会を設置し、アンケー トや

ヒアリング等による実態調査を実施し、これらの結果の分析等をもとに対応策を検討した上で、

成果を報告書にまとめ、報告書の配付やホームページ等に掲載するなどして各方面に情報提供し

ている。 ・

根拠法令 (具体的な
条文 (①条①項な

ど)も記載)

予算補助
関係する通知

等

老人保健健康増進等事業の実施について (平成15年 5月 21日 老発第
0521001号厚生労働省老健局長通知)老 人保健事業推進費補助金 (老 人

保健健康増進等事業分)の国庫補助について (平成15年 6月 9日 厚生労働

省発老第0609001号 厚生労働事務次官通知)

事業の補助割合 10/10

事業開始年度 平成2年度 事業終了年度

事業の必要性
(事業を廃止した場合の問

題点を含む。)

今後、介護保険制度を一層推進 していくためには、当該制度改革の着実な実施と併せ、高齢者

の健康づくり、介護予防、生きがい活動支援など、各種高齢者保健福祉サー ビスの充実につい

て、積極的に支援 していく必要がある。本事業は、これらの施策を推進するため:高齢者の介

護、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な調査研究事業等に対する所要の助成を行

ぃ、老人保健福祉サービスの一層の充実及び介護保険制度の基盤の安定化に資するために必要な

事業である。
また:こ うした課題に対しては、官のみならず民間活力を活用していくことも欠かせない。

(社)シルバーサー ビス振興会においては、創設以来民間シルバーサービスの振興に大きく寄与 し

てきた経験やノウハウを活かし、常に高齢者の介護、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、

試行的な調査研究事業等を実施するとともに、利用者本位のサービス提供、利用者の選択 (自 己

決定)の支援、サービスの質の向上のための調査研究事業を実施しているところである。

補助の必要性
(補助を廃止した場合の問

題点を含む。)

当該補助は、高齢者の介護、老人保健及び健警視重言[霧客P磐賢潔進譜征撃生習貢雰空書芳等に対する所要の助成を行うものである。補助そ
充実及び介護保険制度の基盤の安定化に支障が出る。
特に、介護保険創設以降、民間企業等の新規参入の増加とともに年々サービス供給量は増大し

てきている。その一方で、コンプライアンス (法令遵守)やサービスの質の確保が課題となつて

いることから、多様なシルバーサービス事業者をはじめ、農協、生協、NPOな どの非営利系の供

給主体の中央団体も会員となつている(社)シルバーサービス振興会が民間事業者に共通的な調査

研究事業を実施することで、広く民間介護事業の一層の推進、サニビスの標準化、質の確保・向

上が期待でき、もつて国民の福祉の向上に寄与できるものとして、評価委員会において評価さ

れ、採択されたものである。

他省庁、自治体、民間

等における類似事業の

有無
無 し。



事務・事業シー ト (概要説明書)

事業名 老人保健事業推進費等補助金 (老人保健健康増進等事業分)【公募型補助金】

成果目標
採択した個別事業に係る調査研究結果が、関係各方面へ情報提供され、今後の介護保険サービ

ス等の参考となり活用され、老人保健福祉サービスの一層の充実及び介護保険制度の基盤の安定

化に寄与する。

成果実績
(成果指標の日標達成状況

等 )

【成果指標名】/年度実績・評価 単位 H19年度 H20年度 H21年度

高齢者の生活支援及び見守リネットワークの構
築における民間企業等の機能に関する調査研究
等に関する報告書作成

本 4

活動実績

【活動指標名】/年度実績・評価 単位 H19年度 H20自「I隻 H21年度

高齢者の生活支援及び見守リネットワークの構

築における民間企業等の機能に関する調査研究

等に関する報告書作成
本 3 4 4

予算執行率 % 100 100 100

パンフレッ ト等の作成
(件数)

単位 H19年度 H20年度 H21年度

高齢者の生活支援及び見守‐リネットワークの構

築における民間企業等の機能に関する普及啓発

に係るパンフレット、報告書等
部 10,004

国
で
直
接
実
施

司 理 由

否 理 由

高齢者の介護、老人保健及び健康増進等に関わる、先駆的、試行的な調査研究事業は多岐にわ

たり、国が自ら実施するためには担当者の手当てが必要。また、調査研究を行うにあたリノウハ

ウをもつ団体等が実施することが効率的である。
なお、(社)シルバーサービス振興会では、多様な業種の企業・団体が会員となつていること

や、それぞれの業界に精通しt経験豊富なスタッフが揃つており、充分な調査研究体制が整つて

いるというメリットがある。

自
治
体
、

民
間
等

へ
の
移
行

司

想定する実施主体

理 由

否 理 由

当該補助事業は(国の政策とめ連動、全国的な見地での高齢者の介護、老人保健及び健康増進

等に関わる先駆的、試行的な調査研究テニマの選定の必要及び補助対象団体等に対する公平性・

中立性の担保の観点から、国で実施する必要がある。

その他事務・事業の見
直 し

(今後の事務 ,事業の効

率化に向けた取組等)

一層の適正化を図るための見直し

O平成22年度に採択 した事業を対象に、事業完了後に事後評価委員会を実施し、専門家の視点か

ら事業の成果に係る評価を行い、著しく実施成果が不良であつた事業実施主体は、翌年度の公募

の対象としないこととしたo

O平成22年度に採択 した事業を対象に、事前評価委員会の下に会計の専門家により構成される専

門審査分科会を設置 し、法人の財務状況を審査 した。

O平成22年度より、事業の実施主体から次の手つを対象外とすることを事業実施要綱に明記 し

た。
①申請する前年度における法人としての事業実績がない又はt良好な運営がなされていない法

人

②過去に不正を行つた法人については、5年間応募資格を剥奪



事務 1事業シー ト (概要説明書)

事業名 老人保健事業推進費等補助金 (老人保健健康増進等事業分)【公募型補助金】

事業の収支状況 (千円) 平成 19年度 (決算額) 平成 20年度 (決算額 ) 平成21年度 (決算額)

収 入 57,526 45,017 47.505

内1 甲かり補助金収入 57.500 45.000 47,497

駅
¨ 入

支 出 57,526 45,017 47.505

収支差 0 0 0

平成22年度予算額 人件費

事業費 48,380 千円
人件費

(厚 労省OB分内訳 )

従事役職員数
(厚労省 OB分 内訳 )

予 l  本件費 0 千円 役 員
0

( )

千 円
0

( )

0人

昇
額 0 千円 常勤職員

0

(     )
千 円

＾
Ｕ

( )

0人

総 計 48,380 千円 非常勤職員
0

( )

千 円
0

( )

0人

平成19年度 (決算額) 平成20年度 (決算額) 平成21年度 (決算額 )

決算額 (千円) 57,500 45,000 47,497

事業費 57,500 45,000 47.497

囚

人件費 0 0 0

管理費 0 0 0

平成19年度 (決算額) 平成20年度 (決算額 ) 平成21年度 (決算額)

再
再委籠・補助

(件餞/金額 (百万円)) 5/24 6/19 5/16

託

・
0ノ
/0 0/0 0//0

補
助 再委託・補助先

(名 称 )
(株 )ニ ッセイ基礎研究所等

三菱UF」 リサーチ&コンサルティング

等
(株 )インターリスク総研等

れまでに受

指 摘 事 項 措置状況 (①措置済み、②対応中t③未措置)

内 容 指摘主体 番号 内 容 (対応年度 )

措11結 華 1墳 措置状況(O■章着■10"事中lo本構■,

内■容 指摘主体 番号 内 :容 (対応年度)

付 ]

[内容]



資料2

(社)シルバーサービス振興会の改革案について
《改革案説明資料》



(社)シルバニサービス振興会の改革案について

1.ヒト(組織のスリム化)

<平成21年度>
役員 30名

職員 32名

<平成22年度>
役員 30名

職員 段名

<平成23年度>

平成21年度 平成22年度 肖1減数

役員 2/30人中 2/30人中

職員 2/32人中 0/30Arト ▲ 2

平成23年4月 を目途に、一

般社団法人への移行申請を
予定。

その際に役員数等の見直
しについても検討。

3.カネ(国からの財政支出の削減)

<平成21年度>  <平 成22年度>
2.8億円     ~2.5億 円

(内訳)名宛て補助金 2爺円  (内訳)名 宛て補助金 2.0億 円
公募型補助金 05億円     公募型補助金 05億円

図ることにより、 国庫補助の約2割削減を

<平成23年度>
約0。9億円

(内訳)名宛て補助金 09億円
※ 公募型補助金である老人保健

事業推進費等補助金の申請に

〔
毛宛て補助基を半減すol向で概算要求中

〕

※ 平成22年度予算について、公益法人の補助金削減の方針を踏まえ、事業の効率化を

▲ 約 1.1億円

※平成24年度以降は、名
宛補助金を廃止予定



4.事務・事業の改革

《組織改革≫
○ 厚労省OB役職員について、継続して削減を実施

<平成21年度>  E>  <平 成
fF度

>   E) <平 成
lT度

>

0平 成22年度より、総務部長に就任していた厚生労働省OB職員が退職。その後は、事務の効率化を図る

ため兼務で対応

≪事業改革≫
○ 名宛て補助金について(介護サービス情報の公表制度支援事業)

平成21年度は2.3億円支出を受けていたが、補助金等の見直しにより、平成22年度は0.3億円削減し、平

成23年度においては、更に1.1億円を削減予定。

平成24年度は、情報公表システムを国で一元的に開発・管理することに伴い、名宛て補助金を廃止。

なお、情報公表制度に関する必要な調査研究事業については、公募する方向で検討。

O一 般社団法人への移行について

一般社団法人への移行を予定しており、現在その準備をしているところである。平成23年 3月 の理事会・

総会において承認を受けた後、移行手続きを進めることとしており、一般社団法人移行後においては、公益

目的支出計画に基づく事業を適切に遂行していく。

O法 人の今後の方針について
・ 近年の景気低迷等により、会員企業等の減少が続いているが、シルバーサービス分野は、政府の「新成

長戦略」にも盛り込まれた「雇用」を基軸とした経済成長の実現に寄与する成長分野でもあることから、新た

な参入を促し、引き続いて会員等の増加に努めていく。

日会費収入の減少に加え、シルバーマーク制度、各種研修制度をはじめとした事業収入の減少等に対して

は、新規事業の開発を進めると共に、事務所の移転等をはじめとした更なるコストの縮減に取り組んでいく。

・今後は現在保有している公益目的資産を活用して、多種多様なニーズに応える利用者本位のシルバー

サービスを開発・提供し、高齢者のより豊かで充実した生活の実現を図ることを通じて、活力ある高齢社会

の形成に寄与するよう努めていく 2



資料 3

(社)シルバーサービス振興会
≪論点等説明資料≫

省内事業仕分け室作成資料



省内事業仕分け室作成資料

主要な論点

○ シルバーサービス振興会は、措置制度の下で民間事業

者が主な介護事業の担い手ではなかつた昭和 62年に、

民間事業者の育成、質の確保等を目的として、民間の企

業 口団体が集まって設立された法人であるが、

① 介護保険制度による民間参入が進み、様々な民間事

業者団体も設立されていること

② 民間事業者の「質の確保」について、シルバーマー

クの認定者数が伸び悩んでおり、介護サービス情報の

公表制度支援事業も平成 24年度から廃止予定とされ

ること

から、今後どのような事業展開を行つていくのか。

(参考 1)介護保険における民間事業者の参入 (介護サービス施設・事業所調査)

・ホームヘルプ  …303%(H12)→ 551%(H20)
・デイサービス  … 45%(H12)→406%(H20)
・グループホーム …212%(H12)→ 531%(H20)

(参考 2)他の民間事業者団体 (在宅介護サー ビスの事業者団体)

・一般社団法人全国介護事業者協議会 ・…会員企業向けの研修等
・一般社団法人日本在宅介護協会 ・・・在宅サービスの経営者・従事者向けの研修等

○ 振興会は、介護サービス情報の公表制度支援事業から

離れることになるが、今後、‐般社団法人に移行するの

であれば、

① 事業者の質の評価について、公表事項に一定の制約
のある公的な情報公表制度とは別に、独自の視点から

利用者に信頼される介護サービスの格付け・評価 (例



省内事業仕分け室作成資料

えばレス トランガイ ドにおける☆評価)を行うなど、

新たな自主事業を展開するか、

② 事業者の質の評価から完全に撤退するか、

検討すべきではないか。

(参考)介護サービス情報の公表制度

・ 都道府県が手数料を徴収 して介護事業者に対 して調査を行い、公表する制度。

シルバーサービス振興会では、情報公表支援センターを設置 し、都道府県に対す

る公表事務の支援や全国情報の集計・公表・システム開発等を行つている。
.

・ 情報公表事項としては、主観的な評価の記載はなく、職員の人数、資格保持者

の人数、経験年数、利用者数、居室、食堂等の部屋の面積等、客観的な事実が記

載されている。



省内事業仕分け室作成資料

《共通事項 (全法人)》

○ 当該法人の事務・事業に対する補助金等の国か らの財政支出が適正な

額であるか。事務・事業の実施に当たつて冗費 (ム ダ)はないか。

(参考)国庫補助金等        (21年 度)  (22年度) (23年度・要求)

。介護サービス情報公表支援事業   23億 円  2.0億円   09億 円

・老人保健健康増進等事業 (公募型)05億 円  05億円   ―円

※ 公募制により、企画競争にて採択された介護保険制度等に関する調査研究事業に補助す

るもの (事業予算全体は 22年度で 265億 円)。

○ 当該法人の組織 は、当該法人の事務 口事業を実施するために適切かつ

効率的な体制であるか。また、管理部門の体制は過大となっていないか。

(参考)組織体制                  ´
・役員数 30名

理事 28名 : 常勤 1名 (常務理事)、 非常勤 27名 (会長 1,理事長 1,理事 25)

監事 2名 : 常勤 0名 、非常勤 2名
※うち、国家公務員OB2名 【常勤 1(常務理事)、 非常勤 1(理事長)】

・職員数 30名 (う ち非常勤 9名 )

※管理部門比率 :13%(4名 /30名 )

※国家公務員OBはいない。

○ 不必要な余剰資産などを抱えていないか。

(参考 )【 資産の状況】H21年 度決算 単位 :億円

特定資産の内訳 :基金積立 573億円、退職給付引当 019億円

内部留保率 :21%

※

　

※

流動資産

(現 預金等)

固定資産

計
基本財産 土地・建物等

特定資産

(引 当金 基金等 )

その他

115 00 592※ 0135 7 42
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≪介護サTビス情報の公表制度支援事業》 【再掲】

○ 振興会は、介護サービス情報の公表制度支援事業から離れることにな

るが、今後ヾ一般社団法人に移行するのであれば、

① 事業者の質の評価について、公表事項に一定の制約のある公的な情

報公表制度とは別に、独自の視点から利用者に信頼される介護サービ

スの格付け・評価 (例 えばレス トランガイドにおける☆評価)を行う

など、新たな自主事業を展開するか、

② 事業者の質の評価から完全に撤退するか、

検討すべきではないか。

(参考)介護サービス情報の公表制度

・ 都道府県が手数料を徴収 して介護事業者に対 して調査を行い、公表する制度。

シルバーサー ビス振興会では、情報公表支援センターを設置 し、都道府県に対す

る公表事務の支援や全国情報の集計・公表・システム開発等を行っている。

・ 情報公表事項としては、主観的な評価の記載はな く、職員の人数、資格保持者

の人数、経験年数、利用者数、居室、食堂等の部屋の面積等、客観的な事実が記

載されている。

《自主事業 (シルバーマーク制度運営事業)≫

○ シルバーマークは、民間事業者が介護分野に参入し難かった措置制度
の下で、民間事業者の参入を促進するための自主的認証制度としてスタ
ー トしたが、介護保険制度により民間事業者の参入が進んだ今日では、

事業者が取得するインセンティブが低下 していると考えられる (21年
度の新規取得・更新は 248事 業所、全体では 558事業所)。

今後、シルバーマークの在 り方をどう考えていくのか。
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≪老人保健事業推進費等補助金 (公募型)≫

○ 公募型補助金である老人保健事業推進費等補助金 (22年度 05億円)

について、一部を他のシンクタンクに委託 しているが、このような委託
は公募型補助金の趣旨に照らして適正であるか。

(参考)過去の老人保健事業推進費等補助金による調査研究業務
19年度 「介護保険制度下におけるシルバーサービスの振興 ビジョンに関する調

査研究」等 06億 円

うち委託 :02億円 (ニ ッセイ基礎研究所等)

20年度  「介護事業所管理の実態把握と管理者の資質向上に関する調査研究」等
05億 円

うち委託 :02億円 (三菱 UF」 リサーチ&コ ンサルティング等)

21年度  「介護事業者の経営実態の把握並びに効率的、効果的なサービス提供の
ための事業収支シミュレーションの構築に関する調査研究」等 05億円

うち委託 :02億円 (イ ンター リスク総研等)

22年度 「在宅高齢者に対する地域での包括的な支援体制構築における民間事業
者の参画と地域包括支援センターとの協働に向けた調査研究」等 05億 円

うち委託 :02億円 (日 本総合研究所等)
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《法人の運営》

○ シルバーサービス振興会は、措置制度の下で民間事業者が主な介護事

業の担い手ではなかつた昭和 62年 に、民間事業者の育成、質の確保等

を目的として、民間の企業・団体が集まつて設立された法人であるが、

① 介護保険制度による民間参入が進み、様々な民間事業者団体も設立

されていること

②民間事業者の「質の確保」について、シルバーマークの認定者数が伸

び悩んでおり、介護サービス情報の公表制度支援事業も平成 24年度
から廃止予定とされること

から、今後、どのような事業展開を行つていくのか。 【再掲】

(参考 1)介護保険における民間事業者の参入 (介護サービス施設・事業所調査)

・ホームヘルプ  …303%(H12)→ 551%(H20)
・デイサー ビス  … 45%(H12)→406%(H20)
・グループホーム …212%(H12)→ 531%(H20)

(参考 2)他の民間事業者団体 (在宅介護サー ビスの事業者団体 )

・一般社団法人全国介護事業者協議会 ・ヽ・会員企業向けの研修等
・一般社団法人日本在宅介護協会 ・… 在宅サー ビスの経営者・従事者向けの研修等

○ 振興会 は、来年春に一般社団法人への移行申請を行 う予定であるが、

移行後に計画的に公益目的で使用 してい くべき「公益 目的財産額」(5.7

億円)を、 どのように使用 してい く予定なのか。

(参考)公益目的財産額
既存の社団法人が一般社団法人に移行するには、公益目的財産額に相当する金額

(移行時の純資産を基礎に計算)を、公益の目的のために消費していく計画 (公益

目的支出計画)を作成するこ・とになる。
シルバーサービス振興会の「公益目的財産額」は57億円 (一般社団法人移行に

向けて現在整理中の金額)。



平成 21年度決算報告書

社団法人シルバーサービス振興会



平成22年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

科 目 一般会計 』中
内部取引

消  去
合  計

資産の部

1.流動資産

現金

預金

未収金

貯蔵品

流動資産合計

2.固定資産

(1)特定資産

基金積立特定資産

退職給付引当特定資産

特定資産合計

(2)そ の他の固定資産

什器備品

電話加入権

敷金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

前受金

預り金

リース債務

流動負債合計

2.固定負債

リース債務

退職給付引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産の部

1.指定正味財産

指定正味財産合計

2.一般正味財産

(うち特定資産への充当額 )

正味財産合計

負債及び正味財産合計

602,423

110,644,556

1,860,433

2,293,000

0

0

0

0

602,423

110,644,556

1,860,433

2,293,000

115,400,412 0 115,400,412

573,300,000

18,557,600

0

0

０

　

０

573,300,000

18,557,600

591,857,60C 0 591,857,600

8,458,865

299,936

26,407,080

0

0

0

0

0

8,458,865

299,936

26,407,080

35,165,881 C 35,165,881

627,023,481 0 627,023,481

742,423,893 0 742,423,893

130,000

403,200

1,496,250

0

0

0

130,00C

403,20C

l,496,25C

2,029,450 0 0 2,029,45C

2,493,750

18,557,600

0

0

0

0

2,493,750

18,557,600

21,051,35C 0 0 21,051,350

23,080,80C C 23,080,800

0

719,343,093

(573,300,000)

0

0

0

0

0

0

719,343,093

(573,300,000)

719,343,093 0 C 719,343,093

742,423,893 0 C 742,423,893

(注)正味財産の部の指定正味財産とは、寄付者等によりその使途に制約が課せられている資産の受入額をいう。

1



平成21年4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 一般会計
雌
嘲

国
憫

内部取引
消  去

合  計

1,一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経 常収益

受取入会金

受取会費

事業収益

受取補助金等

雑収益

他会計からの繰入額

経常収益計

(2)経常費用

事業費

管理費

他会計への繰出額

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ.指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ.正味財産期末残高

4,950,000

36,110,000

80,526,776

286,066,000

3,025,204

0

0

0

0

0

35,747

283,416,000

0

0

0

0

0

△ 283,416,000

4,950,000

36,110,000

80,526,776

286,066,000

3,060,951

0

410,677,980 283,451,747 △ 283,416,000 410,713,727

138,423,148

129,386,952

283,416,000

283,451,747

0

0

0

0

△ 283,416,000

421,874,895

129,386,952

0

551,226,100 283,451,747 △ 283,416,000 551,261,847

△ 140,548,12G C 0 △ 140,548,12C

C 0 0

C C

C 0

△ 140,548,12C 0 △ 140,548,12C

859,891,213 0 0 859,891,21[

719,343,098 0 719,343,098

0 0

0

0

719,343,093 0 0 719,343,09〔



(一 般 会 計 )

平成22午 3月 31日 現在

(単位 :円 )

目科 当 年 度 前 年 度 増   減

資産の部

1.流動資産

現金

預金

未収金

貯蔵品

流動資産合計

2.固 定資産

(1)特定資産

基金積立特定資産

退職給付引当特定資産

特定資産合計

(2)その他の固定資産

什器備品

電話加入権

敷金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

前受金

預り金

リース債務

流動負債合計

2固定負債

リース債務

退職給付引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産の部

1.指定正味財産

指定正味財産合計

2.一般正味財産

(うち特定資産への充当額)

正味財産合計

負債及び正味財産合計

602,423

110,644,556

1,860,433

2,293,000

1,205,625

118,394,882

2,732,038

4,188,918

△ 603,202

△ 7,750,326

△ 871,605

△ 1,895,918

115,400,412 126,521,463 △ 11,121,051

573,300,000

18,557,600

698,300,000

15,101,100

△ 125,000,000

3,456,500

591,857,600 713,401,10C △ 121,543,500

8,458,865

299,936

26,407,080

14,461,784

299,936

26,407,080

△ 6,002,919

0

0

35,165,881 41,168,800 △ 6,002,91C

627,023,481 754,569,900 △ 127,546,419

742,423,893 881,091,363 ∠ヽ 138,667,470

130,000

403,200

1,496,250

160,000

452,800

1,496,250

△ 30,000

△ 49,600

0

2,029,450 2,109,050 △ 79,600

2,493,750

18,557,600

3,990,00C

15,101,10C

△ 1,496,250

3,456,500

21,051,350 19,091,10C 1,960,250

23,080,800 21,200,150 1,880,650

0

719,343,093

(573,300,000)

0

859,891)213

(698,300,000)

0

△ 140,548,120

(35,700,000)

719,343,093 859,891,213 △ 140,548,120

742,423,89 881,091,363 △ 138,667,470



(一 般 会 計 )

平成2■年4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

目科 当 年 度 前 年 度 増 減

I.一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

1.受取入会金

2.受取会費

3.事業収益

(1)シルバーマーク認定手数料

(2)消毒マーク認定手数料

(3)東京都第二者評価手数料

(4)シルバーサービスWeb NAVI出 展料

(5)研修事業

①福祉用具従事者研修事業 (東京都指兵

②シノレ ―ヾサービス従事者研修事業

③研修登録手数料

(6)広報誌広告料

(7)賠償責任総合補償制度

(8)まちづくり事業

①老健等施設総合講座受講料収入

②まちづくリシンポジウム参加料

(9)研修テキスト等出版事業

4.受取補助金等

(1)受取国庫補助金

(2)受取民間助成金

5.雑収益

経常収益計

(2)経常費用

1.事業費

(1)会員専用ホームページ運営費

(2)月 例研究会費

(3)分科会費

(4)調査研究費

(5)シルバーマーク制度等運営費

①基準認定関係

②マーク認定調査旅費等

③賠償責任保険料

④マーク普及広報事業費

⑤法律税務相談費

⑥審査業務委託費

⑦認定事業者データ管理費

| (6)福祉用具の消毒管理運営費

, (7)東京都第二者評価事業

2,029,000

0

6,168,610

1,501,000

1,501,000

0

14,347,748

286,066,000

283,416,000

2)650,000

3,025,204

‐‐‐
２，３００，０００‐４．，６６０，０００‐９７，９２３，２０９‐「『り・，４８２，６００‐３，０３０，９３０３，０４５，６６０５５，．６０８０４，０００２，‐８６，５００２４０，０００９，７５‐，４２０２５４，００００２５４，０００２３，７４７，。９３３３６，‐８‐，０００３００，６２‐，０００３５，５６０，０００６，７７２，５４６

△ 763,115

15,760

△ 621,375

△ 157)500

△ 240,000

△ 3,582,810

1,247,000

1,501,000

△ 254,000

△ 9,399,345

△ 50,115,000

△ 17,205,000

△ 32,910,000

△ 3,747,342

410,677,980 484,836,755 △ 74,158,775

138,423,148

1,0601500

1,793,478

1,800

2,650,000

107,893,804

1,054,873

1,698,58C

8,563,473

93,725,428

C

2,510,00C

341,45(

9,025,33〔

493,74乏

130,740,121

888,037

2,243,151

113,522

2,000,000

57,811,858

699,790

2,512,050

12,485,014

37,832,671

33,338

4,249,00C

C

9,427,144

632,78(

7,683,027

172,463

△ 449,673

△ 111,722

650,000

50,081,946

355,083

△ 813,470

△ 3,921,541

55,892,757

△ 33,333

△ 1,739,000

341,450

△ 401,809

△ 139,038

4



(8)研修事業費

①福祉用具従事者研修事業

②シルバーサービス従事者等研修事業

(9)出版物印nll費

(10)まちづくり事業費

①老健等施設総合講座費

②まちづくリシンポジウム運営費

(11)賠償責任総合補償制度事業費

(12)広報費

(13)シルバーサービスWeb NAVI事業費

(14)海外視察費

(15)助成事業費

2.管理費

(1)役職員給与等

(2)賃借料

①事務所賃借料

②コピー等リース料

(3)その他経費

①租税公課

②通信運搬費

③その他事務所運営費

3.繰入金支出

特別会計繰支出

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ.指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

皿.正味財産期末残高

279,656

126,215

153,441

1,082,899

968,072

968,072

0

5,890,628

2,159,208

3,337,514

1,786,51

129,386,952

70,855,

29,612,578

27,507,3

2,105,208

28,919

424,500

669,154

27,825,644

283,41

283,416,

207,391

1,125,217

5,056,

476,589

476)589

9,295,645

1,644,759

4,465,544

1,792,

33,560

123,213,957

60,754,111

30,099,778

1,071

860,732

30,428,036

300,621,000

300,621,000

△ 1,052,

△ 81,1

△ 971,776

△ 3,973,330

491,483

968,07

△ 476,589

△ 3,405,017

514,44

△ 1,128,

△ 5,743

△ 33,560,000

6,172,995

10,100,965

△ 646,800

△ 191,578

△ 2,602,392

△ 17,205,000

△ 17,205

△ 487,

27,507

2,592, △ 487

32,360,068 △ 3,440,

554,575,078

△ 69,738,323△ 140,548,1

△ 140,548,120 △ 69,738,323

△ 69,738,323859,891,213

△ 140,548,120859,891,213719,343,093

859,891,213 △ 140,548,120719,343,093



(国庫金特別会計 )

平成21年 4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

目科 当 年 度 前 年 度 増  減

I.一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

1.一般会計からの繰入金

(1)介護サービス情報の公表制度支援事業

(2)老人保健健康増進等事業

2.雑収益

経常収益計

(2)経常費用

1.事業費

(1)介護サービス情報の公表制度支援事業

(2)老人保健健康増進等事業

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

経常外収益計

(2)経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ.指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ.正味財産期末残高

283,416,000

235,919,000

47,497,000

35,747

300,621,000

255,621,000

45,000,000

125,588

△ 17,205,000

△ 19,702,000

2,497,000

△ 89,841

283,451,747 300,746,588 △ 17,294,841

283,451,747

235,946,607

47,505,140

300,746,588

255,729,805

45,016,783

△ 17,294,841

△ 19,783,198

2,488,357

283,451,747 300,746,588 △ 17,294,841

0

0 0

0 0

0 C

0 C

0 C

0 C

0 0

0 0

0 0

0 0



1.重要な会計方針

(1)棚 卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法によつている。

(2)固 定資産の減価償却の方法

① 什器備品 (リ ース資産を除く)

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によつている。

(3)引 当金の計上基準

退職給付引当金・・・…・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している.

④ リース取引の処助 法

① リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外フガ ナンス・リース取引は、引き続き通常の

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引が少額な場合には、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた

会計処理によつている。

2.リ ース取引関係

ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

コンピューター (什器備品)である。

3.リ ース取引

(1)リ ース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

(単位 :円 )

機械装置 什器備品 その他 合計

取得価額相当額 3,884,400 0 3,884,400

減価償却累計額相当額 2,331,458 0 2,331,458

期末残高相当額 0 1,552,942 0 1,552,942



② 未経過リース料期末残高相当額

(単位 :円 )

1年以内 1年超 合計

未経過リース料期末残高相当額 233,40C 218,500 451,900

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

(単位 :円 )

支払リース料 998,400

減価償却費相当額 927,352

支払利息相当額 31,944

④ 減価償却費相当額および禾1息相当額の算定方法

減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によつている。

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によつている。

(2)リ ース会計基準適用初年度開始以後のリース取引のうち少額と判断した所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係る未経過リース料

(単位 :円 )

1年以内 1年超 合 計

未経過リース料 890,400 2,057,300 2,947,700

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつている。

4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位 :円 )

科  目 前期末残高 当期増カロ額 当期減少額 当期末残高

基本財産

小計

特定資産

基金積立特定資産

退職給付引当特定資産

小  計

合  計

698,300,00( 125,000,000 573,300,000

15,101,100 4,922,200 1,465,700 18,557,600

713,401,100 4,922,200 126,465,70C 591,857,600

713,401,100 4,922,20C 126,465,70C 591,857,600



5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 :円 )

科  目 当期末残高
(う ち指定正味財
産からの充当額)

(うち一般正味財
童からの充当額)

(う ち負債に対応
する額)

基本財産

/1ヽ

特定資産

基金積立特定資産

退職給付引当特定資産

小 計

合  計

573,300,000 (573,300,000

18,557,600 (18,557,600)

591,857,600 G73,300,000) (18,557,600

591,857,60C (573,300,000) (18,557,600)

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位 :円 )

科  目 取得価額 減価償却累計霰 当期末残高

什器備品

合  計

31,712,116 23,253,251 8,458,865

31,712,116 23,253,251 8,458,865

7.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 :円 )

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表
上の記載部

分

補助金等

介護保険事業費
補助金

老人保健事業推進費
等補助金

助成金

受給者指定寄付金に
かかる配分金

厚生労働省

厚生労働省

全国労働者
共済生活協
同組合連合
会

0

0

235,919,000

47,497,000

2,650,000

235,919,000

47,497,000

2,650,000

０

　

　

　

０

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

０

一　

　

　

　

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
　

　

　

　

　

　

　

一合  計 0 286,066,000 286,066,000 C



財  産  日 録
(一 般 会 計 )

平成22年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

科 目 金 額

【 資産の部

1.流動資産

現金手許有高

預金

未収金

シルバーマーク認定手数料 8件

消毒マーク認定手数料 9件

研修会登録手数料 5件

住宅改修研修テキスト収入 4件

eフーニングコンテンツ利用料 2件

貯蔵品

流動資産合計

2.固定資産

(1)特定資産

基金積立特定資産

預金

退職給付引当特定資産

預金

特定資産合計

(2)その他の固定資産

什器備品

電話加入権

敷金
｀
     その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

前受金

平成22年度年会費 2件

預り金

住民税 11名 分

リース債務

流動負債合計

2.固定負債

リース債務

退職給付引当金 ■0名 分

固定負債合計

負債合計

正味財産

26,703

101,850

21293,000

573,300,000

18,557,600

115,400,412

591,857,600

8,458,865

299,936

26,407,080

35,165,881

130,000

０

　

０

０

　

５

３

　

６

０

　

９

４

　

４

2,493,750

18,557,600

627,023,481

742,423,893

2,029,45C

21,051,350

23,080,80C

719,343,093
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平成21年4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 一般会計
国 庫 金

特別会計

内部取引

消  去
合  計

I.事業活動収支の部

1.事業活動収入

入会金収入

会費収入

事業収入

国庫補助金収入

民間助成金収入

雑収入

他会計からの繰入額

事業活動収入計

2.事業活動支出

事業費

管理費

他会計への繰出額

事業活動支出計

事業活動収支差額

4,950,000

36,110,000

80,526,776

283,416,000

2,650,000

3)025,204

0

0

0

0

0

35,747

283,416,000

0

0

0

0

0

△ 283,416,000

4,950,0001

36,110,000

80,526,776

283,416,000

2,650,000

3,060,951

0

410,677,980 283,451,747 △ 283,416,00C 410,713,727

136,527,230

121,423,783

283,416,000

283,451,747

0

0

C

△ 283,416,00C

419,978,977

121,423,783

0

541,367,013 283,451,747 △ 283,416)000 541,402,760

△ 130,689,03〔 △ 130,689,033

Ⅱ.投資活動収支の部

1.投資活動収入

特定資産取崩収入

投資活動収入計

2.投資活動支出

特定資産取得支出

投資活動支出計

投資活動収支差額

126,465,700 0 0 126,465,700

126,465,700 0 0 126,465,700

4,922,20C 0 0 4,922,200

4,922,20C 0 0 4,922,200

121,543,500 0 0 121,543,500

Ⅲ.財務活動収支の部

1.財務活動収入

財務活動収入計

2.財務活動支出計

財務活動支出計

財務活動収支差額

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

C C 0

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

△ 9,145,533 C △ 9,145,533

121,719,745 C 121,719,745

112,574,212 112,574,212



(一 般 会 計 )

平成21年 4月 1日 から平成22年3月 31日 まで

(単位 :円 )

目科 予 算 額 決 算 額 差  異 備  考

,事業活動収支の部

■.事業活動収入

(1)入会金収入

(2)会費収入

(3)事業収入

①シルバーマーク認定手数料

②消毒マーク認定手数料

③東京都第二者評価手数料

④シルバーサービスWeb NAVI

⑤研修事業

ア 福祉用具従事者研修事業(東京都指定)

イ.シルバーサービス従事者研修事業

ウ.研修登録手数料

⑥賠償責任総合補償制度

⑦まちづくり事業

ア まちづくり計画等受託収入

イ_老健等施設総合講座受講料収入

ウ.まちづくリシンポ参カロ料

③研修テキスト等出版事業

(4)国庫補助金収入

(5)助成金収入

(6)雑収入

事業活動収入合計lA)

2.事業活動支出

(1)事業費

①会員専用ホームページ運営費

②月例研究会費

③分科会費

④調査研究費

⑤シルバーマーク制度等運営費

ア.基準認定関係

イ.マーク認定調査旅費等

ウ.資料等作成費

工.賠償責任保険料

オ.マーク普及広報事業費

力.認定事業者データ管理費

キ.法律税務相談費

ク・審査業務委託費

⑥福祉用具の消毒管理運営費

⑦東京都第二者評価事業

③研修事業費

ア.福祉用具従事者研修 (東京都指定)

46, 000,000

280,919,000

42,000,000

1,000,000

6,300,000

48,000,000

147,506,000

39,000,000

24,906,000

3,000,000

7,000,000

8,500,000

2,000,000

5,000,000

1,500,000

10,000,000

9,100,000

4,000,000

5,000,000

100,000

4,950,000

36,110,000

80,526,776

27,241,910

24,782,863

1,199,100

3,003,000

2,282,545

70,920

182,625

2,029,000

6,168,610

1,501,000

0

1,501,000

0

14,347,748

283,416,000

2,650,000

3,025,204

1,800,9001

3,997,000

6,217,455

1,929,080

4,817,375

△ 529,000

3,831,390

7,599,000

4,000,000

3,499,000

100,000

31,652,252

△ 2,497,000

39,350,000

△ 2,025,204

入会会員

出展料収

マーク認定事業者がマーク対象外サー

ビスを御 場合の賠償責任保険料

|[菫
:]]1:liflil[[ζ業

525,725,00C 410,677,98C 115,047,020

270,000,000

4,000,000

4,000,000

7,000,000

2,000,000

160,300,000

1,400,000

4,000,000

2,400,000

15,000,000

125,000,000

5,000,000

1,500,000

6,000,000

10,000,000

2,700,000

6,300,000

1,900,000

136,527,230

1,060,500

1,793,478

1,800

2,650,000

107,893,804

1,054,873

1,698,580

0

8,563)473

93,725,428

341,450

0

2,510,000

8,008,735

493,742

279,656

126,215

133,472,770

2,939,500

2,206,522

6,998,200

△ 650,000

52,406,196

345,127

2,301,420

2,400,000

6,436,527

31,274,572

4,658,550

1,500,000

3,490,000

1,991,265

2,206,258

6,020,344

1,773,785

ルバーマーク広報戦略事業等
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イ.シルバーサービス従事者等研修事業

⑨出版物印刷費

⑩まちづくり事業費

ア.計画策定経費

イ.老健等施設総合講座費

⑪賠償責任総合補償制度事業費

⑫広報費

⑬シルバーサービスWeb NAVI事業費

⑭海外視察費

⑮地域振興組織支援事業

⑮助成事業費

(2)管理費

①役職員給与等

②賃借料

ア.事務所賃借料

イ.コピー等リース料

③その他経費

ア.租税公課

イ.通信運搬費

ウ。その他事務所運営費

(3)特別会計へ繰入額

事業活動支出合計 (B)

事業活動収支差額 (A)― (B)=(C)

170,700,0001

103,400,000

36,500,000

33,000,000

3,500,000

30,800,000

3,000,000

5,000,000

22,800,000

280,919,000

2,159,2081

3,337,514

1,786,512

0

0

121,423,783

70,855,076

29,612,578

27,507,370

2,105,208

20,956,129

424,500

669,154

19,862,475

283,416,000

△ 159,208

L寛

爛

2,000,000

40,000,0001

49,276,217

32,544,924

6,887,422

5,492,630

1,394,792

9,843,871

2,575,500

4,330,846

2,937,525

△ 2,497,000

721,619,000 541,367,013 180,251,987

△ 195,894,000 △ 130,689,033 △ 65,204,967

Ⅱ.投資活動収支の部

1.投資活動収入

(1)特定資産取崩収入

①退職給与引当特定資産取崩収入

②基金取崩収入

投資活動収入合計 (D)

2.投資活動支出

(1)特定資産取得支出

①退職給与引当特定資産支出

②基金繰入額

投資活動支出合計(E)

投資活動収支差額 (D)― (E)=(F)

126,500,000

1,500,000

125,000,000

126,465,700

1,465,700

125,000,000

０

　

０

　

０

３

　

３

４

　

４

126,500,000 126,465,700 34,300

9,800,000

3,500,000

6,300,000

4,922,200

4,922,200

0

4,877,800

△ 1,422,200

6,300,000

9,800,000 4,922,200 4,877,800

116,700,000 121,543,500 △ 4,843,500

Ⅲ_財務活動収支の部

1.財務活動収入

財務活動収入合計 (G)

2.財務活動支出

財務活動支出合計 (H)

財務活動収支差額(G)(H)=(D

0 0

0 0 0

0 0 0

Ⅳ.予備費 0) 1,271,827 1,271,827

当期収支差額 (c)+(F)+(I)-0)=(K)

前期繰越収支差額 (L)

次期繰越収支差額 (K)+0

△ 80,465,827 △ 9,145,533 △ 71,320,294

80,465,827 121,719,74[ △ 41,253,918

0 112,574,212 △ 112,574,212
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平成21年 4月 1日 から平成22年 3月 31日 まで

(単位 :円 )

科 目 予 算 額 決 算 額 差  異 備  考

I 事業活動収支の部

1.事業活動収入

(1)一般会計からの繰入金

①介護サービス情報の公表制度支援事業

②老人保健健康増進等事業

(2)雑収入

事業活動収入合計(A)

2.事業活動支出

(1)事業費

①介護サービス情報の公表制度支援事業

②老人保健健康増進等事業

ァ.             上及びマネジメ

介護事業者の経営実態の把握並びに効率的、効
イ.果的なサービス提供のための事業収支シミュレー

ションの構築に関する調査研究事業

ウ
為 乳 晟⑮ 雲 鯖

務の実態把握臨 準化

工・見諄        2馘各写舅雪皇
事業活動支出合計 (3)

事業活動収支差額 (A)― (B)=(C)

280,919,000

235,919,000

45,000,000

0

283,416,000

235,919,000

47,497,000

35,747

△ 2,497,000

0

△ 2,497,000

△ 35,747

280,919,000 283,451,747 △ 2,532,747

280,919,000

235,919,000

45,000,000

283,451,747

235,946,607

47,505,140

17,212,140

13,464,000

7,713,000

9,116,000

△ 2,532,747

△ 27,607

△ 2,505,140

△ 17,212,140

△ 13,464,000

△ 7,713,000

△ 9,116,000

280,919,000 283,451,747 △ 2,532,747

C 0

Ⅱ.投資活動収支の部

1.投資活動収入

投資活動収入計 (D)

2.投資活動支出

投資活動支出合計 (E)

投資活動収支差額 (D)― (E)=(F)

0 0

0

0 0 C

Ⅲ・財務活動収支の部

1.財務活動収入

財務活動収入合計(G)

2.財務活動支出

財務活動支出合計(D

財務活動収支差額 (G)― (H)=α )

0 0

0 0

Ⅳ.予備費0) C 0

当期収支差額(C)+(F)+0)-0)=(K)

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

0 0

0

0
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収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 :円 )

科   目 前期末残高 当期末残高

現金

預金

未収金

前受金

預り金

ハ

1,205,625 602,423

118,394,882 110,644,556

2,732,038 1,860,433

122,332,545 113,107,412

160,00C 130,000

452,800 403,200

612,800 533=201

次期繰越収支差額 121,719,745 112,574,212
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平成 21年度決算に対する意見

平成 21年度社団法人シルバーサービス振興会の会計について監査を実施 し、

帳簿、証憑書類を検査したところ正確に処理されているとともに貸借対照表、

正味財産増減計算書、財産目録等財務諸表、収支計算書は正確であるものと認

める。

1       平 成 22年 5月 11日

|

社団法人 シルバーサービス振興会

監 事   五 十 嵐  勝 紀
゛

監事 塩見 戒三②
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社団法人シノL/バーサービス振興会役員名簿

*常勤欄で空白は非常勤                     敬称略 (理事 。監事 氏名五十剖lD

注 1:元厚生事務次官

注2:元国立身体障害者リハビリテーションセンター管理部長

平成22年 7月 1日 現在

役 職 氏 名 等属所 常勤* 備考

会  長

理 事 長

常務理事

理  事

事監

中 村 邦 夫

多 田  宏

吉 田 静 慈

『可 り!1 7青  二

浅 野 友 靖

池 田  茂

糸 山   剛

岩 崎 賢 二

太 田 誠 一

大 塚   隆

ノ」ヽ 田 修 明

川 村 和 夫

木 村 隆 次

小 松 正 樹

小 山 秀 夫

清 水 鳩 子

清 水   博

庄 司 直 哉

高 原 慶 一 朗

田 中   滋

辻   伸 治

寺 田 明 彦

原 田 英 次

町 田 英 一

三 上 裕 司

森 島 昭 夫

若 狭 一 郎

和 田 四 郎

五 十 嵐 勝 紀

吉 竹 弘 行

パナソニック株式会社 代表取締役会長

社団法人シルバーサービス振興会 理事長

社団法人シ L/バーサービス振興会 事務局長

鹿島建設株式会社 営業本部医療福祉推進部長

第一生命保険株式会社 取締役常務執行役員

フランスベッド株式会社 代表取締役社長

株式会社竹中工務店 医療福祉本部本部長

東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役

三井住友海上火災保険株式会社 取締役 常務執イ誦覺員

株式会社みずほ銀行 法人業務部公共。金融法人業務室長

田辺三褻 会社 医療情報部長

明治乳業株式会社 取締役栄養販売本部長

一般社団法人日本介護支援専門員協会 会長

清水廻墾財末式会社 常務執行役員 フ
゜
ロホ
・̈

サ
ヾ
ル本部本部長 医療福祉本部本部長

兵庫県立大学大学院 経営研究科 教授

主婦連合会 参与

日本生命保険相互会社 執行役員 総合企画部長

中央三¨ 機 会社 常務執行役員

ユニ・チャーム株式会社 取締役 ¨

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授

株式会社損害保険ジャパン 常務執行役員

一般社団法人 日本在宅介護協会 会長

TOTO株式会社 機器事業部 事業部長

財団法人総合健康推進財団 理事

社団法人日本医師会 常任理事

名古屋大橘 誉教授

明治安田生鰤 互会社 常務執行役

社団法人全国有料老人ホーム協会 理事長

五十嵐税理士事務所

株式会社アバンアソシエイツ 計画本部 本部次長

常勤

注 1

注 2
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十不はで案革改□

評価シート

仕分け人名 (           )

法人名 |          (社 )シルバーサー ビス振興会

|【記載要領】                                :

1  本日の改革案の説明や議論に基づいて、法人の 1.事務 口事業、2.組織 口運営 |

体制について、□欄にそれぞれチェックし、ご意見を記載下さい。      ~ |

1 事務・事業 (介誇サー ビス情報公表支援事業 (補助))
※ 左記の事務・事業をどのように扱うか

チェック願います。

が妥当□改革案 (国 で平成 24年度から直接実施 )

(具体的な更なる見直 し内容等 を記述願います )



評価シート

' 2 組織・運営体制 ※ 国家公務員の再就職状況、管理費、余剰資産など補助・委託 ロ

指定等事業を行 うにあた つての組織 口運営体制の妥当性につい

て、チェック願 います。

□ 改革案では不十分

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )


